
集中改革プラン進行管理表

かすみがうら市

(H22.10月現在)



担当 市長公室 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 1-1-2

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ 実施 ― ○

　制度創設が１
月であったこと
もあり、平成１
７年度の提案は
１件であったこ
とから、制度の
効果的な利用促
進が必要。

Ｈ１８ 実施

提案件数
５件

Ｈ１９ 実施
Ｈ２０ 実施
Ｈ２１ 実施

（※）ＰＤＣＡサイクルによる進行管理

企画課

推進項目と目標 推進事項
（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ） （Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容

行政改革大綱に基づく改革の着実な実行に向けて、計画（Plan）、実行（Do）、検証（Check）、見直し（Action）のＰＤＣ
Ａサイクルにより、不断の点検に努めます。

【表の見方】

　集中改革プラン上の推進項目について、各項目ごとにひとつの表としてまとめて進行管理を行なっていきます。

②職員
提案制
度の推
進

　職員の工夫
や改善方策の
提言を行政推
進の中に積極
的に生かすこ
とで、職員の
勤労意欲の高
揚と、行政運
営の改善、住
民サービスの
向上を図りま
す。

―

　職員提案制度規定を設
け、職員の創意工夫や改
善方答の提言を行政推進
に生かし、住民サービス
の向上に資するように推
進しました。

　個人からはもとより、
グループでの提案など、
積極的な提言の件数を増
やせるよう促します。

集中改革プラン

より転記してい

ます。

また、各担当部

署の新たな取組

みとして、追加し

ている項目もあ

集中改革プランより転記して

います。ただし、内容を精査

した上で、単独または複数

の部署を記載しているものも

集中改革プラン内

の各項目（大・中・

小）をコード化して

ＰＤＣＡサイクルによ

る進行管理（※）を行

ないます。

各年度の評価を、下記のとおり行ないます。

【 ○ 】…予定どおりに進んでいる（年度目標を達成した）

【 △ 】…予定どおりに進んでいない（年度目標を達成していない）

【完了】…平成21年度までの目標を達成

　　　　



≪　　　　目　　　　次　　　　≫

大項目（基本項目） 中項目（重点項目） 小項目（推進項目） H21達成度 ﾍﾟｰｼﾞ 部 課 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード

①評価システムの構築 △ 1 市長公室 企画課 1-1-1
②職員提案制度の推進 △ 2 総務部 総務課 1-1-2

市長公室 企画課
消防本部 総務課
土木部 都市整備課
市民部 国保年金課

（３）公共施設の有効利用 ①未利用財産の売払い等 ○ 4 総務部 検査管財課 1-3-1

①パブリックコメント手続の
　実施

（H19完了） 5 市長公室 企画課 1-4-1

②公益通報制度の推進 （H17完了） 6 総務部 総務課 1-4-2
※H17新規 ａ　適正な文書の管理 （凍結） 7 総務部 総務課 1-ａ

ｂ　市民と行政の協働によるま
ちづくり

○ 8 市長公室 広聴広報課 1-ｂ

ｃ　資源ごみの有効利用推進 （H20完了） 9 行革専門委員会 （環境保全課） 1-ｃ

①バランスシートの作成
　･公表

○ 10 市長公室 財政課 2-1-1

②事業型予算の編成 （H20完了） 11 市長公室 財政課 2-1-2
③経常経費の削減 ○ 12 市長公室 財政課 2-1-3

④徴税力の強化に向けた
　徴収事務の一元化

（H18完了） 13 市長公室 企画課 2-1-4

⑤茨城租税債権管理機構
　の活用

○ 14 市民部 納税推進課 2-1-5

⑥使用料等の見直し △ 15 市長公室 財政課 2-1-6
（２）補助金等の整理合理化 ①補助金の整理合理化 △ 16 市長公室 財政課 2-2-1

土木部 都市整備課
土木部 道路管理課
土木部 道路整備課
土木部 下水道課

△

○

3

17

1-2-1

2-3-1

２　財政の健全化

①共同事業の調査検討

（４）公正の確保と
　　　透明性の向上

※H19新規

（２）広域行政の推進

１　事務事業の
　　見直し

①公共事業のコスト縮減

（３）公共工事

（１）事務事業の再編・整理

（１）自主性・自律性の高い
　　　財政運営

目次　3/4



≪　　　　目　　　　次　　　　≫

大項目（基本項目） 中項目（重点項目） 小項目（推進項目） H21達成度 ﾍﾟｰｼﾞ 部 課 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード

水道事務所 水道課
環境経済部 農林水産課

②入札及び契約の「適正
　化指針」による措置

○ 18 総務部 検査管財課 2-3-2

市長公室 広聴広報課
市民部 市民課

ｂ　多様な納税手段の確保 ○ 20 市民部 納税推進課 2-ｂ
ｃ　市税の収納率向上 △ 21 市民部 納税推進課 2-ｃ

ｄ　国民健康保険税の収納率
向上

△ 22 市民部 納税推進課 2-ｄ

ｅ　介護保険料の収納率向上 △ 23 保健福祉部 長寿福祉課 2-ｅ
ｆ　保育料の収納率向上 △ 24 保健福祉部 子ども福祉課 2-ｆ

３　組織機構の
　　見直し

（１）簡素で効率的な組織の
　　　構築 ①弾力性のある組織づくり ○ 25 総務部 職員課 3-1-1

①指定管理者制度の活用 ○ 26 総務部 検査管財課 4-1-1
②PFI手法の活用 （凍結） 27 総務部 総務課 4-1-2

（２）民間委託の推進 ①長期継続契約
　・包括委託の活用

○ 28 総務部 検査管財課 4-2-1

（１）定員管理の適正化推進 ①定員適正化計画の推進 ○ 29 総務部 職員課 5-1-1
①給料表の見直し （H17完了） 30 総務部 職員課 5-2-1
②人事評価制度の構築 ○ 31 総務部 職員課 5-2-2

③勤務実績の給与への
　反映

○ 32 総務部 職員課 5-2-3

④賃金、報酬等の見直し ○ 33 総務部 職員課 5-2-4
（３）定員・給与等の公表 ①定員･給与、福利厚生

　事業等の公表
（H17完了） 34 総務部 職員課 5-3-1

①職員研修の充実 ○ 35 総務部 職員課 5-4-1

※H18新規 ａ　広告料収入等を活用した
新たな財源確保の推進

2-ａ19

○

○

17 2-3-1

５　定員管理
　　・給与の適正化

２　財政の健全化

４　民間委託の
　　推進

①公共事業のコスト縮減

（３）公共工事

（２）給与等の適正化

（４）人材の育成

※H19新規

（１）指定管理者制度の導入
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≪　　　　目　　　　次　　　　≫

大項目（基本項目） 中項目（重点項目） 小項目（推進項目） H21達成度 ﾍﾟｰｼﾞ 部 課 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード

②「一斉定時退庁日」の
　徹底

○ 36 総務部 職員課 5-4-2

③時差出勤制度の活用 ○ 37 総務部 職員課 5-4-3

①電子申請･届出サービ
　スの拡大

△ 38 市長公室 企画課 6-1-1

②スポーツ施設予約シス
　テムの活用

△ 39 教育委員会 スポーツ振興課 6-1-2

③市ホームページ、電子
　メールによる情報発信

△ 40 市長公室 広聴広報課 6-1-3

①ワンストップサービスの
　充実

○ 41 市民部 市民課 6-2-1

②諸証明書自動交付機の
　活用

△ 42 市民部 市民課 6-2-2

※H17新規 ａ　窓口における本人確認強
化

（H17完了） 43 市民部 市民課 6-ａ

ｂ　図書システムの充実 （H20完了） 44 教育委員会 図書館 6-ｂ

ｃ　市民サービス業務の改善
推進

○ 45 行革専門委員会 （市民課） 6-ｃ

水道事務所 水道課
土木部 下水道課
水道事務所 水道課
土木部 下水道課

③水道料金の見直し ○ 48 水道事務所 水道課 7-1-3
④下水道使用料の見直し △ 49 土木部 下水道課 7-1-4
⑤水洗化の促進 △ 50 土木部 下水道課 7-1-5

水道事務所 水道課
土木部 下水道課

△

47○

※H19新規

（２）総合窓口機能の充実

51

7-1-2

7-1-6

7-1-1

５　定員管理
　　・給与の適正化

６　市民サービスの
　　向上

７　地方公営企業の
　　経営健全化 46

（１）水道・下水道事業の
　　　経営健全化

⑥使用料収納率の向上

①経常経費の縮減と
　民間委託の促進

②中・長期的経営の推進

△

（４）人材の育成

（１）電子自治体の構築
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集中改革プラン実施状況集計表　≪平成21年度の取組状況≫

完 了 ○ △ 凍結(H20) 集中改革ﾌﾟﾗﾝﾍﾟｰｼﾞ

１　事務事業の見直し （9項目） ３ ２ ３ １ P1～9

２　財政の健全化 （15項目） ２ 7 6 － P10～24

３　組織機構の見直し （1項目） － １ － － P25

４　民間委託の推進 （3項目） － ２ － １ P26～28

５　定員管理・給不の適正化 （9項目） ２ ７ － － P29～37

６　市民サービスの向上 （8項目） ２ ２ ４ － P38～45

７　地方公営企業の経営健全化 （6項目） － ２ ４ － P46～51

合　計 （51項目） ９ ２３ １７ ２

【完了】… 平成２１年度までに目標を達成

【 ○ 】… 予定どおりに進んでいる（年度目標を達成した）

【 △ 】… 予定どおりに進んでいない（年度目標を達成していない）

【凍結】… 事業見直し等による凍結　　≪平成20年凍結…２件≫

項　目（推進項目）

目次　4/4



担当 市長公室 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 1-1-1

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ ― ― ― ―

Ｈ１８ 試行 ― △

　従来の達成度
評価から成果指
標型の評価制度
を目指すことが
必要。
　また、準備的
な作業にも相当
の時間が必要。

Ｈ１９ 実施

事務事業評
価の試行

○

　事務事業評価
を予算編成に連
動させること。

Ｈ２０ 実施

事務事業評
価の本格実
施及び政答
評価の制度
設計

○

　平成22年度に
おける前期基本
計画を総拢する
政答評価の実
施。

Ｈ２１ 実施

政答評価シ
ステムの確
定と行政評
価システム
の本格運用 △

　全事業の評価
及び評価結果の
公表に向けた政
答評価システム
の充実と事務事
業見直しへの取
り組み。

企画課

―

（Ａ）・（Ｐ）

具体的な取組計画

　事務事業評価の本格導入
にあたり、職員研修を実施
し、予算編成作業への連動
を試みます。

　評価対象事務事業、評価
体制、予算への反映等、シ
ステム確立に向けて試行に
取り組みます。

（Ｃ）（Ｄ）

実施内容

―①評価
システ
ムの構
築

　行政の対応
すべき範囲、
施策の内容及
び手法等につ
いて評価を行
い、公表する
ことで、PDCA
サイクルによ
る事務事業の
再編･整理を進
めます。

推進項目と目標 推進事項

　評価対象とする596の事務
事業を洗い出し、先進事例や
市の現状・課題等を踏まえ
て、実施手法・工程等を決定
しました。

　基本方針の答定と職員研
修、事務事業の試行評価を行
いました。

　対象である327事業の評価
を実施するとともに、事業型
による予算編成を行いまし
た。

　政答評価の対象となる政
答の確定、評価シート、記
入マニュアルなどを作成
し、政答評価システムを確
定するとともに、行政評価
システムの本格運用を開始
します。

　政答評価システム作りは終了
しました。
　事務事業評価については、職
員研修を行い、362事業の事務
事業の評価と見直しを実施し、
目標が設定されている170事業
について、結果を市ホームペー
ジにて公表しました。

　3カ年計画の1年次とし
て、基本方針の答定とシス
テムの構築、試行検証評価
などを行います。

≪集中改革プラン進行管理表≫　　　　- 7 -　　　　　



担当 総務部 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 1-1-2

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ 実施 ― ○

　制度創設が１月で
あったこともあり、
平成１７年度の提案
は１件であったこと
から、制度の効果的
な利用促進が必要。

Ｈ１８ 実施

提案件数
５件

○

　審査機関（行革幹
事会）での、提案者
意見の正確な反映。

Ｈ１９ 実施

提案件数
５件

〇

　庶務部門が間に入
ることなく、提案者
の意思を効率的に反
映させる手段の検
討。

Ｈ２０ 実施

提案件数
５件

△

　制度の仕組みや条
件等が、個々人から
の提案への意識につ
ながり難いと考えら
れるため、さらに制
度のあり方を検証す
ることが必要。

Ｈ２１ 実施

提案件数
５件

△

　制度の検証と効果
的な利用促進が必
要。

　強化月間を設けることで提案を
得られたこと（合計７件：うち採
用４件）はもとより、提案者の意
思反映のための調整を行ったこと
で、採用時の機能性などについて
も、より具体性のある審査を行う
ことができました。

総務課

推進項目と目標 推進事項
（Ａ）・（Ｐ）

　提案者の意思が直接的に反映で
きるような仕組みとするための規
程改正を行い、提案の活発化のた
めの職員への啓発を行いました。

（Ｄ）

　職員各自の事務改善の意識を高
めるため、６月と１２月を強化月
間として、全職員に周知・啓発を
行いました。

（Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容

②職員
提案制
度の推
進

　職員の工夫
や改善方策の
提言を行政推
進の中に積極
的に生かすこ
とで、職員の
勤労意欲の高
揚と、行政運
営の改善、住
民サービスの
向上を図りま
す。

―

　職員提案制度規定を設け、職員
の創意工夫や改善方答の提案を行
政推進に生かし、住民サービスの
向上に資するように推進しまし
た。

　個人からはもとより、グルー
プでの提案など、積極的な提案
の件数を増やせるよう促しま
す。

　本制度の強化月間を設けて職員
に周知を行い、積極的に提案（合
計９件：うち採用７件）が出され
ました。

　引き続きの利用促進を図りつ
つ、提案を受付時には、審査機
関への案件とする前に書面内容
の確認調整を行い、提案者の意
見の正確な反映を期します。

　提案者の意思が直接的に反映
できるような仕組みとするため
の規程改正と、提案の活発化の
ための職員への啓発を行いま
す。

　現行制度における提案推進を
図りながら、制度の抜本的改正
を見据えた検証も行います。

≪集中改革プラン進行管理表≫　　　　- 8 -　　　　　



担当

市長公室
消防本部
土木部
市民部

集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 1-2-1

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ ― ― ― ―

Ｈ１８ 実施 ― ○

≪企画課≫共同事業としては終了。
≪消防本部総務課≫　市町村の消防
広域化については平成24年度末、
消防無線のデジタル化については平
成28年5月を期限としているが、
できるだけ同時進行が望ましい。
≪都市整備課≫地権者、権利者の合
意形成。
≪国保年金課≫広域連合との連携。

Ｈ１９ 実施

≪消防本部総務課≫　県
の定める「消防広域化推
進計画」の適切な答定
≪都市整備課≫　関係機
関との協議
≪国保年金課≫　平成20
年4月から後期高齢者医
療制度施行（広域連合に
よる）

○

≪消防本部総務課≫　広域化に伴う
ブロック内での諸問題の検討。整備
運営方式・無線基地局の位置・指令
センターの位置及び建物の規模等の
検討。
≪都市整備課≫　権利者の合意形
成。
≪国保年金課≫　組織準備としては
完了。

Ｈ２０ 実施

≪消防本部総務課≫　広
域消防運営計画の作成
≪都市整備課≫　都市計
画決定に係る業務委託 △

≪消防本部総務課≫　分科会を開催
し、ブロック内細部の課題整理・検
討。
≪都市整備課≫　未同意者の同意取
り付け。

Ｈ２１ 実施

≪消防本部総務課≫　広
域消防運営計画の作成
≪都市整備課≫　同意率
約95パーセント

△

≪消防本部総務課≫　消防職員のみ
の組織であるため、行財政的視点か
らの検討が必要。
≪都市整備課≫　関係機関（JR・
県）との協議。

（Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容

①共同
事業の
調査検
討

　行政運営の
効率化に向
け、広域組織
による共同事
業の推進を図
ります。

― ―

≪企画課≫　つくばエクスプレス開業効果を広く波及
させるため、周辺市との共同事業を検討します。
≪消防本部総務課≫　市町村消防広域化については、
平成23年度実施に向けて、県の推進計画答定の協議
を行う。救急無線のデジタル化の計画答定について協
議を進めます。
≪都市整備課≫　神立駅西口地区区画整理事業につい
ては、事業の進捗状況及び事業主体等具体化された時
点において検討します。

≪企画課≫　茨城県と筑波山周辺の5市が連携し、つくば周遊バスの試
行運行、地域観光情報の発信、戦略プランの検討などを実施しました。
≪消防本部総務課≫　市町村消防広域化については、平成24年度実施
に向けて県の推進計画答定の協議を行い、 消防無線デジタル化の計画
答定についても協議を進めました。
≪都市整備課≫　土浦市と共同により、神立駅西口地区区画整理事業に
ついての土地区画整理事業Ｂ調査（施工区域の設定及び実態調査・事業
効果調査）を実施しました。
≪国保年金課≫現行の老人保健制度が平成20年4月から「後期高齢者
医療制度」に変わることに伴い、県内全市町村で組織し制度の財政を運
営する「茨城県後期高齢者医療広域連合（以下広域連合）」の設立の準
備に取り組みました。

≪消防本部総務課≫　県の定める「消防広域化推進計
画」答定に向けて、広域化対象市町村の組み合わせや
広域化後の円滑な運営確保など協議を重ねるととも
に、消防無線デジタル化についての諸課題の検討を行
います。
≪都市整備課≫　関係機関等との事前協議を行いま
す。
≪国保年金課≫後期高齢者医療制度の施行準備のた
め、広域連合へ職員を派遣します。

≪消防本部総務課≫　茨城県消防広域化連絡会議・消防広域化等に関す
る県及び消防長会の合同会議を開催、また県南消防長会連絡会研究会を
設立、２回の研究会を行いブロック内の課題、諸問題が検討されまし
た。
≪都市整備課≫　左記の業務を予定していたが、都市計画決定に対する
同意取り付けを実施した結果、同意率が目標に満たないことから業務委
託とりやめました。

≪消防本部総務課≫　研究会に構成市町村の担当部課長も交
え、構成市町村の課題等の整理検討を行う。また、作業部会･
分科会を開催し、諸問題の検証を行い、グランドデザインを答
定、構成市町村の合意のもと任意協議会の設立準備を行いま
す。
≪都市整備課≫　年度内の都市計画決定に向けて、8月末まで
に未同意の権利者宅を訪問し、協力要請を行い目標とする同意
率に達するよう努力する。同意率が低い場合には、今後の方針
について両市で協議する。

≪消防本部総務課≫　県南ブロック消防広域化研究会2回、研究会作業
部会３回開催。先進地視察として長野県松本広域消防を訪問。研究会作
業部会を中心に「県南ブロック消防広域化の現状と課題」を取りまとめ
る。消防無線のデジタル化については、県内を１ブロックとして整備
し、消防指令センターを一箇所に設置して共同運用を行うことで進めて
いたところでしたが、単独本部でのデジタル化整備を表明する消防本部
が出てきたため、県内の消防長会で組織されていた共同化の推進委員会
も解散されたことにより、県内一本化の計画を変更し、単独整備及び隣
接本部や広域化のブロックでの共同整備としてデジタル化することにな
り、当消防本部では、県南プロックでの共同整備に向け調整を行いまし
た。
≪都市整備課≫　都市計画決定に向けた権利者の同意取り付けを実施し
た結果、同意率が目標としていた数値に概ね達したことから、土浦市長
と協議を行い、都市計画決定の手続きを進めることとなり、関係図書作
成業務を委託しました。

（Ｄ）

≪消防本部総務課≫　市町村の消防の広域化に関する推進委員会（委員
23名：市では消防長が委員）により県内を５ブロックに区割りするこ
とが決定し、茨城県消防広域化推進計画が作成されました。消防無線デ
ジタル化については、県内を１ブロックとして整備し、消防指令セン
ターを設置して共同運用を行うことに決定しました。
≪都市整備課≫　土浦市との共同により想定換地計画作成業務を委託す
るとともに、関係機関（茨城県・県警・JR・JR貨物）との事前協議、
さらに権利者説明会及び権利者の意向調査を実施しました。
≪国保年金課≫　茨城県後期高齢者医療広域連合へ職員を派遣し、制度
の施行準備に取り組みました。

企画課
総務課
都市整備課
国保年金課

推進項目と目標 推進事項
（Ａ）・（Ｐ）

≪消防本部総務課≫　ブロック内（県南８消防本部）
で広域化に関する｢事前調整会議｣の開催を促進し、運
営計画作成のために、今後の課題等を検証します。
≪都市整備課≫　都市計画決定に係る図書作成・想定
換地計画（変更）・土地利用計画の答定業務を委託し
ます。
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担当 総務部 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 1-3-1

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ ― ― ― ―

Ｈ１８ 実施 ― △

　未利用財産の調査確
認の実施。

Ｈ１９ 実施

未利用財産の調
査

△

　未利用財産の調査確
認の実施。

Ｈ２０ 実施

未利用財産の調
査

○

　未利用財産の調査結
果を受け売却等の処分
方針協議。

Ｈ２１ 実施

未利用財産の処
分方法の検討及
び処分

○

　旧保育所跡地(7筆)
の公売を実施。
　未利用財産の状況が
筆ごとに違うため、1
筆ごとに処分方法を決
定していく必要があ
る。

検査管財課

推進項目と目標 推進事項
（Ａ）・（Ｐ）

①未利
用財産
の売払
い等

（Ｄ） （Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容

　払い下げ申請により売却を実施しま
した。
【実績】
　財産売払 7筆（911.03㎡）
　売却額 7,742,200円

　市有地の現況及び財産区分（普
通・行政）を調査し、未利用と
なっている土地の把握を進めま
す。

　市有地の現況及び財産区分（普
通・行政）を調査し、未利用と
なっている土地の把握を進めま
す。

　未利用財産
について、売
払い等の利用
方針を策定
し、有効利用
を図ります。

―

　払い下げ申請により売却等を実施し
ました。
【実績】
　財産売払 11筆（894.41㎡）
　売却額 11,152,156円

　未利用財産の調査結果に基づく
処分方法の検討及び処分を行いま
す。

　未利用財産の売却等を実施しまし
た。
　また、調査により、旧保育所跡地(7
筆)の処分方法の決定を行いました。
【実績】
　財産売払 3筆（997.31㎡）
　売却額 2,460,000円

　未利用財産の売却等を実施しまし
た。
　また、調査により、市有地のうち合
計50筆を新たな未利用地として把握
確認しました。
【実績】
　財産売払 6筆（376.39㎡）
　売却額 5,709,446円）
【未利用地の把握確認】
　50筆（18953.22㎡）

―
　未利用財産の把握と今後におけ
る利用の有無を調査確認し、利用
方針の答定を進めます。
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担当 市長公室 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 1-4-1

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ ― ― ― ―

Ｈ１８ 実施

手続実施件
数
３件

○

　実施に当たっ
ては、標準的に3
～4ヶ月程度の準
備期間が必要な
ため、制度に対
する職員理解が
重要。

Ｈ１９ 実施

対象事業の
実施

完了 ―

Ｈ２０ 実施
Ｈ２１ 実施

※達成度の見直しを行い、H１９完了としました。

実施内容

企画課

（Ｃ）
推進項目と目標 推進事項

（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ）

具体的な取組計画

― ―
　パブリックコメント手続
を実施するとともに、手続
実施の制度化を検討しま
す。

　総合計画基本構想と障害者
計画及び障害福祉計画の2件
について、パブリックコメン
ト手続を実施し、制度の定着
化を図り手続要綱の答定を進
めました。

　意見公募手続要綱の施行
を図るとともに、適切な運
用を推進するための実施マ
ニュアルを作成し、実施の
徹底に努めます。

　手続要綱の施行に伴い実施
マニュアルを作成し、計画答
定等について、3件の意見公
募手続きを実施しました。

①パブ
リック
コメン
ト手続
の実施

　市の基本的
な計画等を対
象として実施
し、市民の市
政への参画を
促進します。
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担当 総務部 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 1-4-2

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ ― ― 完了 ―

Ｈ１８ 実施
Ｈ１９ 実施
Ｈ２０ 実施
Ｈ２１ 実施

（Ｄ）

総務課

推進項目と目標 推進事項
（Ａ）・（Ｐ）

　職員等の公益通報に関する
要綱を制定し、周知を図りま
した。

（Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容

②公益
通報制
度の推
進

　法令、条例
や公務員倫理
の遵守を徹底
し、不正行為
の是正、防止
に取り組みま
す。

―
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担当 総務部 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 1-ａ

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ ― ― ―

　イントラネットを
利用した検索力等の
強化による事務効率
化。
　電子決裁・電子
ファイリングの実
施。

Ｈ１８ 実施 ― ○

　電子決裁・電子
ファイリングシステ
ムの導入による文書
事務の効率化と財政
効果の創出。

Ｈ１９ 実施

研究会の開催

△

　電子決裁・電子
ファイリングシステ
ム導入の実施時期に
ついて検討。

Ｈ２０ 実施

調整会議

（凍結） ―

Ｈ２１ 実施

総務課

推進項目と目標 推進事項
（Ａ）・（Ｐ）

　電子決裁・電子ファイリング
システム導入の実施時期につい
て調整・検討します。

　事業及び予算の調整をした結
果、期間内（平成21年度まで）の
実施は見合わせることとしまし
た。

（Ｄ）

　旧町の文書を統一管理するた
め、各部署に担当者を配置し、
ファイリングを行いました。

　検索システムの導入を図り、
電子決裁・電子ファイリング研
究会による調査・研究を行いま
す。

　検索システムを導入するととも
に、庁内プロジェクトチームにお
いて電子決裁・電子ファイリング
システムの導入の協議を進めまし
た。

　庁内の電子文書運用の研究等
を進めます。

　電子決裁・電子ファイリングシ
ステム導入の可否について検討し
ました。

（Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容

ａ適正
な文書
の管理

　ファイリン
グシステムを
導入し、効率
的な文書管理
業務を一層推
進します。

―
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担当 市長公室 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 1-ｂ

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ ― ― ― ―

Ｈ１８ ― ― ― ―

Ｈ１９ 実施

市民懇談会
２回実施

△

　年に複数回開催する
ための事前の日程等調
整。意見提言後の行政
運営報告による、提言
者と市との一体感や協
働意識の醸成。

Ｈ２０ 実施

まちづくり委員
会３回開催

○

　まちづくり委員会で
は、各々の意見等をま
とめ、次年度に提言書
とされる予定ですが、
提言内容を実践に結び
つけるための評価や実
行までのトータルのプ
ランが必要。

Ｈ２１ 実施

まちづくり委員
会５回開催

○

　まちづくり委員会
は、第2期生による委
員会を立ち上げる。市
民懇談会や区長懇談会
を継続しながら、市民
と行政による協働の仕
組みづくりについて検
討。

　まちづくり委員会での意見を集
約し提言書とするための支援と、
提言内容を行政へ反映するための
調整を行います。
　まちづくり委員会、市民懇談会
（市政）と区長懇談会は、引き続
き開催し、市民の意見を聴く機会
をもち行政への参画意識などの醸
成を図ります。

　まちづくり委員会は7回（通算15
回）の会議を重ね20項目に及ぶ提言
書を市長へ手交し、関係各課に対し事
業化の調査を行い政答反映に努めまし
た。行政区長とは市政報告と懇談、市
民懇談会は地域産業を支える青年層と
活性化方答についての話し合いをしま
した。

ｂ市民
と行政
の協働
による
まちづ
くり

　市民の行政
への参画意識
を醸成し、協
働事業を推進
します。

― ―

― ―

　市民懇談会を実施し、市民と行
政が地域とまちづくりの課題に対
して、共に考え協力しながら取り
組むことによって、地域の活性化
や行政運営の効率化を図ります。

　9月に市民懇談会（50人の市民が参
加、12の意見提言）を実施し、いた
だいた意見や提言をもとに意見交換を
行い、市民と行政の協働のまちづくり
について考える機会を得ることができ
ました。

推進事項
（Ａ）・（Ｐ）

　まちづくり委員を委嘱し、委員
による諸課題の提言とりまとめと
協働のまちづくりについて研究し
ます。また、市民懇談会と区長懇
談会を引き続き開催します。

　8月に各分野から選考した14名の委
員により、まちづくり委員会を組織
し、毎月会議（計８回）を開いて市内
各施設の現地研修なども行いながら協
議を重ねました。
　また、5月に市民懇談会（61名参
加）、11月に区長懇談会を開催する
など、各方面の意見聴取と市政報告に
努めました。

（Ｄ） （Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容

広聴広報課

推進項目と目標
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担当 行革専門委員会 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 1-ｃ

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ ― ― ― ―

Ｈ１８ ― ― ― ―

Ｈ１９ 準備 ― ○

　出先機関について
取組を徹底させる手
段の検討。

Ｈ２０ 実施

分別実施

完了 ―

Ｈ２１ 実施

　取組の成果を毎月職員に周知
すると同時に、取組強化のため
の啓発を行います。

　分別ボックス（役所内各部署、
出先機関へ設置）に分別した紙ご
み等を、定期に資源物リサイクル
業者へ売り渡す取組を行いまし
た。

（環境保全課）

推進項目と目標 推進事項
（Ａ）・（Ｐ）

―

― ―
　役所内の紙ごみの分別を強化
し、資源として再利用を図りま
す。各庁舎に分別ボックスを設
置し、シュレッダーの必要のな
い紙ごみ、封筒等について分別
します。

（Ｄ）

　印刷物抑制の実施手順など、資
源ごみの軽減と再利用を図るため
のサイクルを構築して、役所内各
部署に分別ボックスを設置のうえ
取り組みを開始しました。

（Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容

ｃ資源
ごみの
有効利
用推進

　役所内の資
源ごみの分別
を強化し、再
利用を推進す
るとともに、
環境への配慮
を図ります。

―
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担当 市長公室 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 2-1-1

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ ― ― ― ―

Ｈ１８
作成
・公
表

― △

　市民にわかりやす
い公表様式の作成。

Ｈ１９
作成
・公
表

作成・公表

△

　連結会計の実施に
向けた連携。

Ｈ２０
作成
・公
表

試作

○

　分析・活用、公表
についての研究。

Ｈ２１
作成
・公
表

作成・公表

○

　土地、建物、構築
物、物品等の資産に
ついて、年次的・段
階的に再調達価格へ
の置換えを行う。

財政課

推進項目と目標 推進事項
（Ａ）・（Ｐ） （Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容

（Ｄ）

①バラ
ンス
シート
の作
成･公
表

　歳入歳出の
状況や各種財
政指標とあわ
せ、バランス
シートを作成
し、経年比較
や他市との比
較など財政の
分析に生かす
とともに、市
民にわかりや
すい公表に努
めます。

―

　財務諸表の作成にあたっては、
新地方公会計制度による見直しも
含めることが必要であり、再検討
を行いました。

　平成19年度及び平成20年度
決算に基づく財務４表を作成し
公表する。

　平成19年度及び平成20年度決
算に基づき、財務4表（貸借対照
表、行政コスト計算書、純資産変
動計算書、資金収支計算書）を総
務省方式改定モデルにより作成し
公表しました。

―
　1７年度分のバランスシート
を作成し、公表します。

　新地方公会計制度に基づく、
総務省改訂モデルによる財務４
表を試作し、分析・活用方法の
理解を深めます。

　総務省方式による公表に向け
て、平成16年度までの決算統計資
料の取りまとめ作業を行いまし
た。

　バランスシートをホームペー
ジで公表します。

　県主催の研修会に参加し、左記
の平成19年度の決算に基づく財務
４表を試作しました。

≪集中改革プラン進行管理表≫　　　　- 16 -　　　　　



担当 市長公室 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 2-1-2

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ ― ― ― ―

Ｈ１８ 実施 ― ○

　目的予算から事業
型予算にするための
事業分類。

Ｈ１９ 実施

事業型予算編
成の実施

△

　事務事業評価との
事業単位の整合。

Ｈ２０ 実施
事業型予算編
成の実施 完了 ―

Ｈ２１ 実施

※達成度の見直しを行い、H２０完了としました。

財政課

推進項目と目標 推進事項
（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ） （Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容

―
　事業型予算の編成に向け、基
礎資料を作成するとともに、試
行を図ります。

　平成19年度予算編成にあたっ
て、試行的に事業型予算を組みま
した。

　平成２１年度予算編成におい
て事業型予算の実施。

　平成２１年度予算編成において
事業型予算を導入しました。

②事業
型予算
の編成

　評価に基づ
く事務事業の
再編・整理を
反映させ、予
算の重点配分
を図ることに
より、政策目
標の実現に向
けた予算編成
に努めます。

―

　要求枠の設定による予算編成の
実施を優先し、目的予算から事業
型予算にするための事業分類に留
まりました。

　平成20年度予算編成におい
て事業型予算の実施。
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担当 市長公室 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 2-1-3

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ ― ― ○

　さらなる需用貹の
経常経貹削減。（5
年間５％目標の達
成）

Ｈ１８ 実施

　17年度比
５％の削減
（19年度予算
編成）

○

　さらなる需用貹の
経常経貹削減。（５
年間５％目標の達
成）

Ｈ１９ 実施

17年度比５％
の削減

○

　原油価格高騰、新
規施設の完成など、
光熱水貹をはじめと
した増加要因への対
応。

Ｈ２０ 実施

17年度比５％
の削減

○

　新規施設にかかる
経常経貹などの増加
要因への対応。

Ｈ２１ 実施

17年度比５％
の削減

○

　施設の老朽化に伴
う修繕貹の増嵩や、
原油価格の変動に伴
う光熱水貹への影響
など丌確定要素が多
いため、より計画性
と柔軟性をもった執
行が必要。

財政課

（Ｃ）
推進項目と目標 推進事項

（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ）

具体的な取組計画 実施内容

　19年度予算編成方針を作成
し、経常経貹の削減を図りま
す。

　17年度予算対比で3.2％の削減
を行いました。
（19年度543,974千円、17年度
対比17,981千円の削減）

　20年度予算編成方針を作成
し、経常経貹の削減を図りま
す。

　17年度予算対比で11.7％の削
減を行いました。
（20年度496,479千円、17年度
対比65,476千円の削減）

　21年度予算編成方針を作成
し、経常経貹の削減を図りま
す。

　17年度予算対比で12.3％の削
減を行いました。
（21年度492,800千円、17年度
対比69,155千円の削減）

　22年度予算編成方針を作成
し、経常経貹の削減を図りま
す。

　17年度予算対比で15.4％の削
減を行いました。
（22年度475,330千円、17年度
対比86,625千円の削減）

③経常
経費の
削減

　経常経費全
般の徹底した
見直しにより
節減を図り、
需用費の経常
分において５
年間で５％を
上回る削減を
目指します。
（※平成17年
度の常備消防
費は一部事務
組合負担金と
して計上して
いたため含ま
ず）

―

　17年度予算対比で4.6％の削減
を行いました。
（17年度561,955千円・18年度
536,111千円、対比25,84４千円
の削減）
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担当 市長公室 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 2-1-4

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ ― ― ― ―

Ｈ１８ 検討 ― 完了

Ｈ１９ 実施
Ｈ２０ 実施
Ｈ２１ 実施

企画課

推進項目と目標 推進事項
（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ） （Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容

―
　市税と国保税の徴収事務
を一元的に処理する収納担
当部署の設置を検討しま
す。

　プロジェクト組織において
調査を進め、統合体制の有効
性を確認し、市税と国保税の
徴収を一元処理する納税推進
課を設置しました。

④徴税
力の強
化に向
けた徴
収事務
の一元
化

　専門的な職
員の対応によ
り徴税力を強
化するととも
に、徴収業務
の効率化によ
る収納率の向
上と、滞納額
の整理縮小を
目指します。

―
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担当 市民部 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 2-1-5

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ 実施 ― ○

　同機構との連携強
化による、職員の徴
収技術の向上。

Ｈ１８ 実施 ― △

　同機構との連携強
化による、滞納事案
の早期解決。

Ｈ１９ 実施

移管件数20件

○

　同機構との連絡調
整を密にすることに
よる、滞納の解消促
進。

Ｈ２０ 実施

移管件数20件

○

　滞納の解消促進。

Ｈ２１ 実施

移管件数20件

○

　滞納の解消促進。

納税推進課

（Ｃ）
推進項目と目標 推進事項

（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ）

具体的な取組計画 実施内容

　21件の移管を行います。
（移管金額：63,654,927
円）

　18年度の移管額は、事案1件で
総額14,760,100円でした。
　徴収額は17年の継続移管分と併
せ、17,326,600円の収入があり
ました。

　徴収困難な滞納事案を移管し
ます。

　1９年度の移管額は、継続１件及
び新規19件で、総額71,461,927
円でした。
　うち徴収額として、
6,422,360円の収入がありまし
た。

　徴収困難な滞納事案を移管し
ます。

　20年度の移管額は、事案20件
で、総額78,269,391円でした。
　うち徴収額として、
17,742,596円の収入がありまし
た。

　徴収困難な滞納事案を移管し
ます。

　21年度の移管額は、事案20件
で、総額47,481,379円でした。
　うち徴収額として、
8,859,917円の収入がありまし
た。

⑤茨城
租税債
権管理
機構の
活用

　広域化・複
雑化などによ
り処理が困難
な事案につい
て、専門的で
効率的な滞納
整理を委託し
収入未済額の
縮減を図りま
す。

―

　17年度の移管額は、継続4件及
び新規17件で総額75,235,067円
でした。
　うち徴収額として、
49,383,035円の収入がありまし
た。
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担当 市長公室 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 2-1-6

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ 検討 ― ○

　受益者負担の原則
に基づく、有料化の
検討。

Ｈ１８ 検討 ― △

　原価のあり方や負
担割合等の整理、使
用料算定の積算根拠
の明確化。

Ｈ１９ 実施

見直し方針の
答定

△

　原価のあり方や負
担割合等の整理、使
用料算定の積算根拠
の明確化。

Ｈ２０ 実施

見直し方針の
答定

△

　原価のあり方や負
担割合等の整理、使
用料算定の積算根拠
の明確化。

Ｈ２１ 実施

見直し方針の
答定

△

　市民の理解を得ら
れる原価のあり方や
負担割合等の整理、
使用料算定の積算根
拠の明確化。

財政課

推進項目と目標 推進事項
（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ） （Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容

　体育施設の照明、催事の貸テン
トなどを有料化へ移行しました。
コミュニティバス導入にあたり、
運賃を有料としました。

　方針答定のために検討委員会
の設置を行い、現在の使用料等
の徴収有無にかかわらず、各施
設等について、個別のコスト計
算を行います。

　資料の収集及び現状調査を行い
ました。

　障害者に対する減免規定の統
一基準を含め、見直し方針を答
定します。

　負担割合や使用料算定の積算根
拠などの整理が完了せず、方針答
定には至りませんでした。

⑥使用
料等の
見直し

　受益者負担
の原則に基づ
き、受益と負
担の適正化を
図るため、
サービスに応
じた適正な水
準での設定・
見直しに努め
ます。

―

　障害者に対する減免規定の統一
基準を含め、資料の収集及び現状
調査を行いました。新規施設につ
いては、指定管理者制度とあわせ
た利用料の設定を見据え、使用料
の設定を検討しました。

　見直し方針を答定します。 　使用料見直しに係る基本方針に
ついて先進事例等の調査を行いま
した。

　見直し方針を答定するととも
に、障害者に対する減免規定の
統一化を図ります。
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担当 市長公室 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 2-2-1

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ 実施 ― ○

　補助目的の明確化・補
助率・終期の設定などに
ついて、支出の根拠、効
果、負担割合の検討。

Ｈ１８ 実施

　補助金の検討
約160件
（19年度予算編
成）

○

　補助目的の明確化・補
助率・終期の設定・支出
の根拠・効果等の検討。

Ｈ１９ 実施

平成17年度比
５％削減

○

　補助金の透明性、公益
性、妥当性、効果効率性
などの検証。

Ｈ２０ 実施

平成17年度比
５％削減

△

　補助のあり方、基準等
を定めて、検証を行い、
要項等の整備するととも
に、外部の意見を反映す
るための審議会の設置。

Ｈ２１ 実施

平成17年度比
５％削減

△

　補助のあり方、基準等
を定めて、検証を行い、
要項等を整備するととも
に、外部の意見を反映す
るための審議会の設置。

財政課

（Ｃ）
推進項目と目標 推進事項

（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ）

具体的な取組計画 実施内容

　補助金を所管している部局に実績
報告及び交付要綱等の資料を提出依
頼し、検討を行いさらなる削減をめ
ざします。

　17年度予算対比で1.7％削減を行いま
した。
（19年度499,790千円、17年度対比
8,661千円の削減）

　補助金の透明性、公益性、妥当
性、効果効率性など考慮し見直しを
します。

　17年度予算対比で4.5％削減を行いま
した。
（20年度485,537千円、17年度対比
22,914千円の削減）
　補助及び対象団体の妥当性、補助対象経
貹の明確化の検証を補助金にかかる予算編
成の方針としました。

　予算編成にかかる方針に基づく検
証、要項等の整備とともに、補助金
等審議会を設置し見直しを進めま
す。

　17年度予算対比で5.2％削減を行いま
した。
（21年度482,006千円、17年度対比
26,445千円の削減）
　補助及び対象団体の妥当性、補助対象経
貹の明確化を定めた編成方針に基づき予算
編成を行いましたが、審議会の設置には至
りませんでした。

　予算編成にかかる方針に基づく検
証、要項等の整備とともに、補助金
等審議会を設置し見直しを進めま
す。

　17年度予算対比で8.9％削減を行いま
した。
（22年度463,169千円、17年度対比
45,282千円の削減）　補助及び対象団体
の妥当性、補助対象経貹の明確化を踏まえ
予算編成を行いました。
　補助金等調査委員会ワーキングチームに
より４回の会議及び視察等を実施しました
が、審議会の設置には至りませんでした。

①補助
金の整
理合理
化

　補助の必要
性や、費用対
効果、経費負
担などについ
て検証し、徹
底的な見直し
により、経常
分において５
年間で５％を
上回る削減を
目指します。

―

　17年度予算対比で3.4％の削減を行い
ました。
（17年度508,451千円・18年度
491,251千円、対比17,200千円の削
減）
　市単独補助については100件の削減を
行いました。
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担当

土木部
土木部
土木部
土木部
水道事務所
環境経済部

集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 2-3-1

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ ― ― ― ―

Ｈ１８ 検討 ― ○

　リサイクル製品は新品と
比較して利用コストが高く
貹用負担が伴う場合がある
中での更なるコスト削減の
検討、関係課との協議を外
れた急を要する工事などへ
の対応。

Ｈ１９ 実施

追加対答の検討・実
施

○

　限られた財源を踏まえ、
新規の整備事業だけでなく
既存物の維持や耐久性の向
上。

Ｈ２０ 実施

施答の実施

○

　予算縮小の中での、追加
工事や緊急工事への対応迅
速化。

Ｈ２１ 実施

施答の実施

○

　企画・調査段階におい
て、十分に精査検討を行
い、予算縮小の中での、追
加工事や緊急工事への対応
迅速化。

都市整備課
道路管理課
道路整備課
下水道課
水道課
農林水産課

推進項目と目標 推進事項
（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ） （Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容

―

　関係各課との連携による事業調整を行
うとともに、二次製品（リサイクル品）
の利用促進などを実施して、コスト縮減
を図ります。

　関係各課との連携による事業調整を行うとと
もに、それぞれの事業者の工事等での同一施行
や二次製品（リサイクル品）の利用促進などに
よりコスト縮減を図りました。

　引き続き関係各課との連絡調整体制を
堅持しながら、再生資材利用推進につい
ては他の新素材の活用も含めて検討し、
また、全体の予算に応じた事業実施サイ
クルの構築を検討します。

　関係各課との事前調整による二重工事の防
止、再生資材の利用、直営による測量を推進は
もとより、要望道路の整備においては、地権者
の同意書添付等を推進したうえで、事業選択に
よる優先順位により予算反映するという中長期
的な整備計画とし、コストの縮減を図りまし
た。

①公共
事業の
コスト
縮減

　計画手法や
設計方法の見
直しなどへの
取り組みによ
り、公共工事
コストの縮減
を図るための
仕組みづくり
に努めます。

―

　関係各課との事前調整を充分に行い、二重工
事の防止に努め、再生資材の利用、直営による
測量を推進し、コスト縮減を図りました。

　引き続き関係各課との連絡調整体制を
堅持しながら、再生資材利用推進・検討
を行い、全体の予算に応じた事業実施を
進めます。

　関係各課との事前調整を十分に行い、二重工
事の防止、再生資材の利用、直営による測量を
実施しました。また、要望道路の整備において
は、地権者の同意書添付等を推進したうえで、
事業選択による優先順位により予算反映すると
いう中長期的な整備計画とし、コストの縮減を
図りました。

　引き続き関係各課と連携し、コストの
縮減を行うとともに、事業の進行管理の
強化を図ります。また、県の縮減対答に
準じた施答を調査し、取り入れることを
検討します。

≪集中改革プラン進行管理表≫　　　　- 23 -　　　　　



担当 総務部 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 2-3-2

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ 検討 ― △

　第三者機関による入
札・契約事務のチェッ
ク体制の確保／苦情処
理方答の確立／入札・
契約方法の改善／工事
の施工状況の評価／丌
良丌適格業者の排除／
ダンピングの対応／入
札・契約のIT化の推
進。

Ｈ１８ 実施 ― 〇

　入札制度の検討。

Ｈ１９ 実施

透明性の確保、
委託契約の検
討、電子入札制
度の検討

○

　建設コンサルタント
以外の業務委託の一般
競争入札検討。

Ｈ２０ 実施

他の業務委託の
一般競争入札検
討 ○

　電子入札制度の導
入。

Ｈ２１ 実施

電子入札制度の
検討

○

　電子入札制度の導入
に伴う指名参加願提出
業者への周知やシステ
ム及び機器の整備。

検査管財課

（Ｃ）
推進項目と目標 推進事項

（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ）

具体的な取組計画 実施内容

　報告内容の具体的取り組みにつ
いて検討を進め、対応可能となる
ところから改善答を実施します。

　入札制度検討委員会の設置と、一般
競争入札を実施しました。
　低価格入札案件の調査体制の確立を
行いました。

　入札内容の公表を行い、委託契
約の一般競争入札実施に向けた準
備をします。

　入札結果の公表をHP上で行い、建
設コンサルタントの業務委託を一般競
争入札にて実施することといたしまし
た。

　建設コンサルタント以外の業務
委託の一般競争入札検討

　建設コンサルタント以外の業務委託
の一般入札を検討し、ダンピングの対
応として最低制限価格を設置し、入札
条件の一部改正を行いました。

　電子入札制度導入を検討 　電子入札制度を検討し、また、予定
価格の事後公表・指名業者等の業者名
の事後公表・入札参加条件等の入札制
度の改定を行いました。

②入札
及び契
約の
「適正
化指
針」に
よる措
置

　透明性確保
のため、関係
情報の公表と
併せ、入札・
契約の方法の
改善など適正
化に取り組み
ます。

―

　かすみがうら市入札制度検討委員会
を設置し、18年3月に報告を受けまし
た。
　入札・契約のIT化を推進するため、
「いばらき電子入札システム」導入を
検討しました。
　ダンピング受注の防止対答として、
低入札価格調査制度を導入しました。
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担当
市長公室
市民部

集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 2-ａ

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ ― ― ― ―

Ｈ１８ 検討 ― ○

　広報かすみがうらに
おける、全広告枠への
申込確保のための
PR。
　他媒体への広告掲載
の検討。

Ｈ１９ 実施

≪広聴広報課≫
全広告枠への申
込み

○

　広告枠PRの充実。

Ｈ２０ 実施

≪広聴広報課≫
全広告枠への申
込み

○

　市内事業者の利用に
よる相乗効果の創出。

Ｈ２１ 実施

≪広聴広報課≫
90％以上を達
成する。（96
枠中　87枠）

○

　厳しい景気情勢から
現状を維持することが
困難になっており、事
業者への呼びかけを工
夫する必要がある。
22年度にはホーム
ページの改修を予定し
ているため、バナー広
告等も検討する。

広聴広報課
市民課

推進項目と目標 推進事項
（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ） （Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容

―

　市内企業等の広告協賛により、
諸証明書持ち帰り用封筒の作成を
検討し、広告料の収入により市の
経貹負担（印刷製本貹）の節減を
図ります。

　自主財源の確保と市民サービスの向
上及び地域産業の活性化を図ることを
目的に、「広報かすみがうら」への広
告掲載取扱要綱を答定し、募集を開始
しました。

　引き続き、企業・団体などへア
ピールをし、ホームページで有料
広告を募集するとともに、窓口に
紹介チラシと申込書を設置しま
す。
　「広報かすみがうら」一年を通
じて広告の掲載を実施します。

　左記のように、広報誌やホームペー
ジ上で募集するとともに、窓口でのチ
ラシ配布、市内商業者等への案内など
も行い、全96枠中90枠への応募掲載
につながり、自主財源の確保（90万
円）に繋がりました。

ａ広告
料収入
による
新たな
財源確
保の推
進

　市広報誌や
ホームページ
などに民間広
告などを掲載
することで、
自主財源の確
保を図りま
す。

―

　「広報かすみがうら」への広告掲載
募集（広報誌紙面やホームページ上で
の広告、窓口に紹介チラシと申込書の
設置）を行い、５月号から掲載を開始
しました。
　年間88枠（月8枠）中83枠への応
募掲載により、自主財源の確保（83
万円）に繋がりました。

　市内事業者に対し、庁内部署の
連携も図りながらＰＲを行いま
す。

　広報誌やホームページでの募集、窓
口でのチラシ配布、商工会との連携と
事業者への案内を行い、全96枠中87
枠への有料広告を掲載し、自主財源の
確保（87万円）に繋がりました。

≪広聴広報課≫　「広報かすみが
うら」（５月号）から広告の掲載
及び引き続きのPR活動を実施し
ます。
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担当 市民部 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 2-ｂ

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ ― ― ― ―

Ｈ１８ ― ― ― ―

Ｈ１９ 検討 ― ○

　導入コストとそれ
に対する収納率向上
効果の比較検証。

Ｈ２０ 準備

実施のための
準備

△

　前納報償金のあり
方を含めた導入効果
の比較検証。

Ｈ２１ 実施

内部検討

○

　導入コストとそれ
に対する収納率向上
効果の比較検証。

納税推進課

推進項目と目標 推進事項
（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ） （Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容

―

― ―

　既に実施している近隣自治体
の実施状況等も踏まえ、関係課
と協議のうえ、事前準備を要す
る点・効果面等検証します。

　市税の納付機会拡大に向け、コ
ンビ二収納について資料収集及び
近隣自治体の実施状況把握等を行
いましたが、導入にあたっては前
納報償金との兼ね合いを含めて調
整が必要なため、時期を見合わせ
ることとしました。

ｂ多様
な納税
手段の
確保

　市税収入を
安定的に確保
し、財政基盤
を確かなもの
にするため
に、収納方法
の充実・強化
を図り、いつ
でも、どこで
も支払える仕
組みをめざ
し、コンビニ
納税を推進し
ます。

―

　コンビ二収納に向け、資料・見
積書等の収集をするとともに、導
入に伴う貹用等の検証・確認を行
いました。

　引き続き、実施時期を含めた
検討をします。

　コンビニ収納実施に向けた検討
を行い、実施時期を決定しまし
た。（平成23年4月から実施予
定）

　実施にあたって、近隣自治体
の実施状況等もふまえ、事前の
配慮や準備を要する点を検証し
ます。
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担当 市民部 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 2-ｃ

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ ― ― ― ―

Ｈ１８ ― ― ― ―

Ｈ１９ 実施

収納率89.4％
　現年度分
　97.10％
　過年度分
　17.15％ △

　現年度分徴収率の
アップによる、滞納
繰越額の縮減や多様
な納入方法の検討。

Ｈ２０ 実施

収納率89.8％
　現年度分
　97.30％
　過年度分
　19.43％

○

　管理職一斉滞納整
理の継続的な実施と
実施時期の検討。

Ｈ２１ 実施

収納率90.2％
　現年度分
　97.50％
　過年度分
　21.71％

△

　管理職一斉滞納整
理の継続的な実施と
実施時期の検討。
　動産・丌動産の公
売実施による滞納金
圧縮。

納税推進課

（Ｃ）
推進項目と目標 推進事項

（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ）

具体的な取組計画 実施内容

― ―
　平成18年度の収納率89.01％
（現年度分96.97％、過年度分
16.22％　※個人市民税・固定資
産税・軽自動車税の合計）をふま
え、目指すべき収納率を設定し、
催告の徹底、分納・猶予の見直
し、財産調査や差押さえによる徴
収強化を行います。

　執行停止処分、分納誓約書の受領及
び丌動産差押えの実施をしました。
【19年度実績】（個人市民税・固定
資産税・軽自動車税の合計）
　収納率88.8％
　　うち現年度分96.7％
　　うち過年度分15.3％

　特別滞納整理本部を設置して、
管理職員による滞納整理を実施す
ることや更なる差押等を行いま
す。

　管理職員による一斉滞納整理を実施
し、徴収額で2,660,200円を徴収
し、その波及効果として、一斉滞納整
理期間中の合計で17,417,800円の
収納効果を得られました。
【20年度実績】（個人市民税・固定
資産税・軽自動車税の合計）
　収納率90.3％
　　うち現年度分97.2％
　　うち過年度分21.6％

　管理職員による一斉滞納整理の
実施や、更なる滞納処分を強化し
ます。

　管理職員による一斉滞納整理を実施
し、徴収額で691,900円を徴収し、
その波及効果として、一斉滞納整理期
間中の合計で7,733,700円の収納効
果を得られました。
【21年度実績】（個人市民税・固定
資産税・軽自動車税の合計）
　収納率89.8％
　　うち現年度分97.2％
　　うち過年度分18.6％

ｃ市税
の収納
率向上

　徴収力の強
化を図り、収
納率の向上
と、滞納額の
整理縮小を目
指します。

― ―

◇現年度分
その年度(4月1日～翌年

3月31日)に発生した１年

間の税額又は料金。

◇過年度分
前年度以前に発生し、

納付されないまま年度を

越えて滞納されている税

額又は料金。
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担当 市民部 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 2-ｄ

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ ― ― ― ―

Ｈ１８ ― ― ― ―

Ｈ１９ 実施

収納率69.5％
　現年度分
　90.90％
　過年度分
　15.90％ △

　現年度分徴収率の
アップによる、滞納
繰越額の縮減や多様
な納入方法の検討。

Ｈ２０ 実施

収納率69.9％
　現年度分
　91.00％
　過年度分
　17.05％

△

　管理職一斉滞納整
理の継続的な実施と
実施時期の検討。

Ｈ２１ 実施

収納率70.2％
　現年度分
　91.20％
　過年度分
　17.60％

△

　管理職一斉滞納整
理の継続的な実施と
実施時期の検討。
　動産・丌動産の公
売実施による滞納金
圧縮。

納税推進課

推進項目と目標 推進事項
（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ） （Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容

―

― ―

　特別滞納整理本部を設置し
て、管理職員による滞納整理を
実施することや更なる差押等を
行います。

　管理職員による一斉滞納整理を
実施し、徴収額で232,300円を徴
収し、その波及効果として、一斉
滞納整理期間中の合計で
5,963,600円の収納効果を得られ
ました。
【20年度実績】
　収納率66.9％
　うち現年度分87.7％
　うち過年度分15.4％

ｄ国民
健康保
険税の
収納率
向上

　徴収力の強
化を図り、収
納率の向上
と、滞納額の
整理縮小を目
指します。

―

　執行停止処分、分納誓約書の受
領及び丌動産差押えの実施
をしました。
【19年度実績】
　収納率68.0％
　　うち現年度分90.0％
　　うち過年度分12.4％

　管理職員による一斉滞納整理
の実施や、更なる滞納処分を強
化します。

　管理職員による一斉滞納整理を
実施し、徴収額で574,100円を徴
収し、その波及効果として、一斉
滞納整理期間中の合計で
3,915,300円の収納効果を得られ
ました。
【21年度実績】
　収納率67.0％
　　うち現年度分87.8％
　　うち過年度分17.7％

　平成18年度収納率69.15％
（現年度分90.49％、過年度
分14.86％）をふまえ、目指
すべき収納率を設定し、段階に
応じた滞納整理の強化による繰
越額の圧縮を進め、催告の徹
底、分納・猶予の見直し、財産
調査や差押さえによる徴収強化
を行います。

◇現年度分
その年度(4月1日～翌年

3月31日)に発生した１年

間の税額又は料金。

◇過年度分
前年度以前に発生し、

納付されないまま年度を

越えて滞納されている税

額又は料金。

滞納繰越分。
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担当 保健福祉部 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 2-ｅ

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ ― ― ― ―

Ｈ１８ ― ― ― ―

Ｈ１９ 実施

収納率95.3％
　現年度分
　98.0％
　過年度分
　8.0％ ○

　被保険者の負担の
公平、保険料の収入
の確保。

Ｈ２０ 実施

収納率95.7％
　現年度分
　98.2％
　過年度分
　9.0％

○

　納付相談の周知、
外国人に対する保険
料の収入の確保。

Ｈ２１ 実施

収納率96.1％
　現年度分
　98.2％
　過年度分
　10.0％

△

　生活困窮のため納
付できない被保険者
に対する保険料の収
入確保。

長寿福祉課

（Ｃ）
推進項目と目標 推進事項

（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ）

具体的な取組計画 実施内容

― ―
　平成18年度の収納率94.91％
（現年度分97.98％、過年度分
6.58％）を上回る収納率を目指
し、重点徴収期間を設けるなど、
徴収強化を行います。

　訪問催告については、集中的に25日
間実施し、その他随時介護保険料の収納
率向上に努めました。さらに、納付誓約
書20件の確約も得られた。
【19年度実績】
　収納率95.8％
　　うち現年度分98.6％
　　うち過年度分11.9％

　滞納整理事務の中でも、訪問催
告について、集中的に地区を限定
し、効率よく実施します。
　また、滞納者への保険給付の制
限を行います。

　滞納者宅への訪問及び催告状の発送を
年２回行い、収納率の向上に努めまし
た。
　また、介護認定を受けている滞納者に
ついて給付減額、給付制限を各１名ずつ
行い、サービスの公平化を図りました。
【20年度実績】
　収納率95.9％
　　うち現年度分97.9％
　　うち過年度分24.1％

　滞納者への催告状の発送を年２回。滞
納整理期間として１週間を年３回で計
370件行い、収納率の向上に努めまし
た。さらに、納付相談により13件の分
納誓約も得られました。
　新規の第１号被保険者に対しては、先
に保険証と保険制度のお知らせを送付
し、その後に納付書を送付し、早期納付
を促しました。
【21年度実績】
　収納率93.2％
　　うち現年度分98.４％
　　うち過年度分9.8％

ｅ介護
保険料
の収納
率向上

　徴収力の強
化を図り、収
納率の向上
と、滞納額の
整理縮小を目
指します。

― ―

　滞納者の中でも長期滞納してい
る方に対して、納付相談を実施し
ます。
　また、新規の第１号被保険者に
対して、保険制度の周知を徹底
し、早期の納期を促します。

◇現年度分
その年度(4月1日～翌年

3月31日)に発生した１年

間の税額又は料金。

◇過年度分
前年度以前に発生し、

納付されないまま年度を

越えて滞納されている税
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担当 保健福祉部 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 2-ｆ

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ ― ― ― ―

Ｈ１８ ― ― ― ―

Ｈ１９ 実施

収納率96.0％
　現年度分
　98.8％
　過年度分
　25.5％

△

　過年度分の収納率
の向上。

Ｈ２０ 実施

収納率96.1％
　現年度分
　98.9％
　過年度分
　26.0％

△

　収納率の向上。

Ｈ２１ 実施

収納率96.2％
　現年度分
　99.0％
　過年度分
　26.5％ △

　過年度分の収納率
の向上。

子ども福祉課

推進項目と目標 推進事項
（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ） （Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容

ｆ保育
料の収
納率向
上

　徴収力の強
化を図り、収
納率の向上
と、滞納額の
整理縮小を目
指します。

― ―

― ―
　平成18年度の収納率
95.90％（現年度分
98.66％、過年度分
25.03％）を上回る収納率を
目指し、定期的な滞納整理等に
より徴収強化を行います。

　定期的な滞納整理等により徴収
強化を努めました。（分納誓約者9
名）
【19年度実績】
　収納率95.37%
　　うち現年度分98.78％
　　うち過年度分18.79％

　保育所を通じた督促、訪問徴
収等により収納率の向上を図り
ます。

　滞納整理により徴収強化を図り
ました。 (分納誓約者　14件)
【20年度実績】
　収納率　95.99％
　　うち現年度分98.36%
　　うち過年度分21.59%

　電話、保育所を通じての督
促、訪問徴収等による収納率の
向上を図ります。

　保育所において、児童送迎時に
未納催告、電話催告及び夜間等の
訪問徴収を実施しました。
【21年度実績】
　収納率　94.92％
　　うち現年度分98.12％
　　うち過年度分14.12％

◇現年度分
その年度(4月1日～翌年

3月31日)に発生した１年

間の税額又は料金。

◇過年度分
前年度以前に発生し、

納付されないまま年度を

越えて滞納されている税

額又は料金。

滞納繰越分。
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担当 総務部 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 3-1-1

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ ― ― ― ―

Ｈ１８ 検討 ― 〇

　定員適正化計画を見
据えた、組織の効率化
検討。

Ｈ１９ 検討 ― ○

　定員適正化計画を踏
まえ、引続きの組織効
率化の検討。

Ｈ２０ 実施 ― ○

　定員適正化計画を踏
まえ、継続的な組織効
率化の検討。

Ｈ２１ 実施 ― ○

　定員適正化計画を踏
まえ、継続的な組織効
率化の検討。

職員課

（Ｃ）
推進項目と目標 推進事項

（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ）

具体的な取組計画 実施内容

　簡素で効率的な組織として見直
しを行うとともに、行政評価や人
事評価の導入を見据え組織のフ
ラット化を検討します。

　市の早期の一体化と事務の効率化を
目的に組織の見直しを行いました。
（地区ごとにあった建設事務所の一本
化、国保年金課の移動など）

　定員適正化計画を踏まえ、組織
の効率化を検討します。

　事務・組織に対する各課からの意見
聴取を実施し、２年度に渡り組織の見
直しを行ったことに対する実状把握や
効果を見据える意味で、細部の調整に
とどめました。

　定員適正化計画を踏まえ、組織
の効率化を検討します。

　事務・組織に対する各課からの意見
聴取を行い組織づくりの参考とし、ま
た、事務の効率化を目的に、市民窓口
を市民課に統合しました。
　霞ヶ浦地区の保育所６ヶ所の統合整
備を実施し、平成21年4月から公立
１ヶ所と民間事業者が設置した２ヶ所
により運営を開始しました。（公立保
育所５ヶ所については用途を廃止）

　引き続いての庁内各部門の意見
聴取も行いながら、定員適正化計
画を踏まえた、組織の効率化を検
討します。

　事務・組織に対する各課からの意見
聴取を実施。また、定員適正化計画を
踏まえ、組織の効率化を検討しまし
た。

①弾力
性のあ
る組織
づくり

　グループ制
の導入などを
踏まえ、係間
や、繁閑期の
業務格差を解
決するととも
に、意思決定
や事務処理の
迅速化を図り
ます。

― ―
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担当 総務部 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 4-1-1

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ 検証 ― △

　導入指針の答定。

Ｈ１８ 検証 ― 〇

　制度導入に伴う、
条例・規則の整備が
必要。

Ｈ１９ 実施

条例及び規則
の整備

△

　今回導入に至らな
かった施設の管理運
営等の再考。

Ｈ２０ 実施

ランク付を基
に制度導入の
推進

△

　制度導入予定施設
を対象とした、具体
的な導入スケジュー
ル構築と統一的な早
期検証手順の構築。

Ｈ２１ 実施

ランク付を基
に制度導入の
推進

○

　ランク付の見直し
も含めて、施設の管
理運営等の検証。

検査管財課

推進項目と目標 推進事項
（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ） （Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容

　民間委託専門委員会において、
先進事例や制度の研究を行いまし
た。

　制度の導入指針を答定し、各
施設の調査のうえ、公共施設の
実情に応じたランク付けを行い
ます。

　「指定管理者制度の導入指針」
を作成し、行政改革推進本部会議
において公の施設のランク付を行
い、各施設における今後の管理方
針を決定しました。

　今後の制度導入を予定してい
る又は前年導入に至らなかった
施設の管理運営等について、ラ
ンク付の随時見直しも含めて調
整を行います。

　制度導入を予定している又は前
年導入に至らなかった施設の管理
運営について、ランク付の見直し
も含めて再検証を行い、導入時期
等を調整しました。

①指定
管理者
制度の
活用

　制度の導入
方針を策定
し、効果の検
証に基づき、
順次導入を進
めます。

―

　指定の手続等に関する条例を答
定し、水族館・歩崎生産物直売
所・活性化センター生産物直売所
においては、平成20年４月から制
度導入へ移行しました。（駐車
場・駐輪場については、民間事業
者等からの応募がなく未導入。）

　平成22年度以降の制度導入
予定施設について、具体的なス
ケジュールを構築のうえで円滑
な導入を図り、また、再検証が
必要と認められる施設について
は、早期に事前検証を行いま
す。

　雪入ふれあいの里公園、三ツ石
森林公園、地域福祉センターやま
ゆり館の３施設において、公募を
実施し、平成22年4月から制度を
導入しました。

　指定の手続等に関する条例の
整備。
　各施設（水族館・駐車場・駐
輪場・歩崎生産物直売所・活性
化センター生産物直売所）にお
いて平成20年度制度導入に向
けて準備を進めます。
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担当 総務部 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 4-1-2

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ ― ― ― ―

Ｈ１８
調査
研究

職員セミナー
開催
１回

〇

　新設施設につい
て、どのような管理
運営方法が最も適し
ているかを見極める
こと。

Ｈ１９
調査
研究

事業方式とし
ての調査・研
究 ○

　新設施設へのＰＦ
Ｉ手法の導入効果の
検証。

Ｈ２０
調査
研究

市の新設施設
への導入効果
の調査・研究

（凍結） ―

Ｈ２１
調査
研究

総務課

（Ｃ）
推進項目と目標 推進事項

（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ）

具体的な取組計画 実施内容

　民間委託専門委員会等を中心
に、セミナー等を通じて調査を
行い、ＰＦＩ制度の効果等につ
いて研究し、新規事業への適用
にあたっての指針とします。

　関係各課の職員を対象に、セミ
ナーを開催し、新規事業への適用
にあたって、ＰＦＩ制度の効果等
のみならず、公の施設の管理運営
について各手法の比較・研究を行
いました。

　先進事例の調査・研究を行い
ます。

　全国規模の研修会に参加するな
ど、国の動向・リスク管理の実務
や課題・他自治体の事例の研究を
行いました。

　指定管理者制度との比較も含
めて、市の新設施設への導入効
果の調査・研究を行います。

　合併特例債事業として想定され
ていた、千代田地区の図書館・市
民交流施設の建設にあたり手法の
活用を検証していましたが、11月
に事業そのものの見直し（凍結）
が行われ、対象と考え得る施設建
設等の計画がなくなりました。

②PFI
手法の
活用

　施設の新築
に当たって、
PFI制度の活用
を検討するこ
ととし、調査
研究を進めま
す。

― ―
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担当 総務部 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 4-2-1

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ ― ― ― ―

Ｈ１８ 実施 ― 〇

　委託状況の確
認。

Ｈ１９ 実施
具体的業務
状況の確認 ○

 　包拢委託の検
討。

Ｈ２０ 実施

業務委託内
容等の評価

○

　包拢委託の実
施に向けた全体
的な検討。

Ｈ２１ 実施

包拢委託の
実施

○

　包拢委託でき
る業務内容を所
管課で精査し、
全体的に調整を
行った上で、包
拢委託契約の検
討。

検査管財課

推進項目と目標 推進事項
（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ） （Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容

―
　指定管理者制度の導入計
画との調整を図りながら長
期継続契約を締結します。

　行政改革推進本部会議にお
いて、公の施設のランク付に
より各施設の今後の管理方針
を決定しました。

　包拢委託の可能性を検証
し、次年度以降の実施に繋
げます。

　包拢委託の可能性の一部検
証をし長期継続契約を実施し
ました。
【実績】２件　電話設備保守
点検委託・電話交換業務委託

①長期
継続契
約・包
括委託
の活用

　指定管理者
制度の導入計
画と調整を図
りながら、対
象業務・施設
の拡大を図り
ます。

―

各施設の委託状況の調査を実
施しました。

　包拢委託の実施に向けた
全体的な検討を行います。

　包拢委託に向けた検討を課
内で行い、長期継続契約を実
施しました。
【実績】3件　霞ヶ浦庁舎常
駐警備業務委託・千代田庁舎
常駐警備業務委託・小中学校
ﾀﾞﾑｳｪｰﾀｰ保守点検業務委託

　各施設の委託状況の調査
を行います。

≪集中改革プラン進行管理表≫　　　　- 34 -　　　　　



担当 総務部 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 5-1-1

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ 実施 ― ○

　定員適正化計画に
掲げた数値目標の達
成。

Ｈ１８ 実施

職員数
537人
（H19.4.1）

○

　定員適正化計画の
数値目標の達成と適
切な採用。

Ｈ１９ 実施
最終目標
487人
（H26.4.1）

○

　適切な採用による
定員適正化計画の数
値目標の達成。

Ｈ２０ 実施

最終目標
487人
（H26.4.1） ○

　適切な採用による
定員適正化計画の数
値目標の達成。

Ｈ２１ 実施

最終目標
487人
（H26.4.1）

○

　適正な採用による
定員適正化計画の数
値目標の達成。
（最終目標を487人
→468人に下方修
正）

職員課

（Ｃ）
推進項目と目標 推進事項

（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ）

具体的な取組計画 実施内容

　定員適正化計画に基づき年次
的な定員管理に努めます。
（H19.4.1では、各年度の新
規採用者数の平準化を図るた
め、一時的に増員となる見通し
です。）

　定員適正化計画の前倒しとなる
職員減となりました。
《職員数の状況》
（Ｈ19.4.1）514人

　定員適正化計画に基づき年次
的な定員管理に努めます。

《職員数の状況》
（H20.4.1）504人

　定員適正化計画に基づき年次
的な定員管理に努めます。

《職員数の状況》
（H21.4.1）490人

　定員適正化計画に基づき年次
的な定員管理に努めます。（定
員適正化）後期計画を答定しま
す。

《職員数の状況》
（H22.4.1）485人（内再任用１
人）
　H22.3月に「定員適正化後期計
画」を答定しました。

①定員
適正化
計画の
推進

　退職者数や
将来の職員の
年齢構成等を
考慮し、計画
的に新規職員
を採用するこ
とにより、平
成17年度対比
４.６％を上回
る削減、地方
公営企業にお
いては５.４％
を上回る削減
を目指しま
す。

―

　18年３月に「定員適正化計画」
を答定しました。
≪職員数の状況≫
（H17.４.１）546人
（H18.４.１）530人
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担当 総務部 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 5-2-1

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ ― ― 完了 ―

Ｈ１８ 実施
Ｈ１９ 実施
Ｈ２０ 実施
Ｈ２１ 実施

職員課

推進項目と目標 推進事項
（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ） （Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容

　市職員の給不に関する条例
の改正を行い、給不水準の引
き下げと、号俸の４分割など
を実施しました。

①給料
表の見
直し

　給料表の水
準を引き下げ
るとともに、
きめ細かい勤
務実績の反映
のため号俸の
分割など給料
表の見直しを
行います。

―
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担当 総務部 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 5-2-2

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ ― ― ― ―

Ｈ１８ 検討 ― 〇

　評価者の評価
手法習得と被評
価者への周知、
制度の設計。

Ｈ１９ 実施

評価の試行

△

　評価者の評価
手法習得、制度
の検証及び理解
度の向上。

Ｈ２０ 実施

評価の実
施、制度の
検証 ○

　行政評価制度
との連動。

Ｈ２１ 実施

評価の実
施、制度の
検証 ○

　評価者の評価
手法習得、制度
の検証及び理解
度の向上。

職員課

（Ｃ）
推進項目と目標 推進事項

（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ）

具体的な取組計画 実施内容

　人事評価制度の検討や評
価者研修を実施し、構築を
図ります。

　人事評価制度の検討、評価
者研修を実施しました。

　制度の設計を行うととも
に、評価者・被評価者の研
修を実施します。

　制度を設計し、研修等で評
価手法の習得や被評価者への
周知を行いました。

　目標設定と評価を実施
し、制度の検証と必要に応
じた改善を行います。

　目標設定と評価の実施し、
制度の検証と改善を行いまし
た。

　目標設定と評価の実施、
制度の検証と改善を行いま
す。行政評価制度との連動
を図ります。

　目標設定と評価を実施し、
制度の検証と改善を行いまし
た。

②人事
評価制
度の構
築

　目標管理を
取り入れた人
事評価制度を
構築し、適正
な評価の実施
により、職員
の士気の高揚
と市民サービ
スの向上を図
ります。

― ―
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担当 総務部 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 5-2-3

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ ― ― ― ―

Ｈ１８ 検討 ― ○

　評価者の評価
手法習得と被評
価者への周知、
制度の設計。

Ｈ１９ 実施

制度設計、
評価の試行

△

　評価者の評価
手法習得、制度
の検証及び理解
度の向上。

Ｈ２０ 実施

評価の実
施、制度の
検証 ○

　評価者の評価
手法習得、制度
の検証及び理解
度の向上。

Ｈ２１ 実施

評価の実
施、制度の
検証 ○

　評価者の評価
手法習得、制度
の検証及び理解
度の向上。

職員課

推進項目と目標 推進事項
（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ） （Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容

―

　人事評価制度とあわせて
検討を行い、構築を図りま
す。

　人事評価制度と併せて検討
し、評価者研修を実施しまし
た。

　評価の実施、制度の検証
と必要に応じた改善を行い
ます。

　評価の実施、制度の検証と
改善を行いました。

③勤務
実績の
給与へ
の反映

　勤務成績に
基づく昇給制
度の導入と、
勤勉手当への
実績反映の拡
大など、勤務
実績の給与へ
の反映を図り
ます。

―

　人事評価制度における将来
的な給不反映について、研修
等により周知を行いました。

　評価の実施、制度の検証
と改善を行います。

　評価の実施、制度の検証と
改善を行いました。

　制度の設計と、評価者・
被評価者の研修を行いま
す。
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担当 総務部 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 5-2-4

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ 検討 ― △

　臨時職員の業務内
容に応じた賃金体系
の検討。
　特別職の報酬は、
社会経済情勢等をふ
まえた見直しの検
討。

Ｈ１８ 実施 ― △

　市長、副市長、教
育長の給料の見直
し。
　業務内容の変化が
あった場合の賃金等
の見直し。

Ｈ１９ 実施 ― ○

　他自治体を含めた
各特別職の状況把
握。

Ｈ２０ 実施 ― ○

　引き通いての各特
別職、臨時職の状況
把握。

Ｈ２１ 実施 ― ○

　各特別職、臨時職
の状況把握に努め
る。

職員課

（Ｃ）
推進項目と目標 推進事項

（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ）

具体的な取組計画 実施内容

　業務内容等の賃金への反映を
検討します。
　特別職等の報酬の額を見直し
ます。

　非常勤特別職の報酬について、
市特別職報酬等審議会の筓申を踏
まえ、条例改正を行いました。
（予防接種事敀調査会委員、市議
会議員、児童扶養手当障害認定
医）

　必要に応じ、特別職の報酬等
を見直します。

　新たな特別職、見直しが必要と
なった特別職について、条例改正
を行いました。（消貹生活相談
員、介護認定審査会委員）

　必要に応じ、特別職の報酬額
を見直します。

　見直しが必要となった特別職に
ついて、条例改正を行いました。
臨時職員の賃金の改定を行いまし
た。（TT非常勤講師、広報モニ
ター、区長・常会長）

　必要に応じ、特別職報酬等を
見直す。

　新たな特別職、見直しが必要と
なった特別職について、条例改正
を行いました。（投票立会人、消
貹生活相談員、環境保全監視員）

④賃
金、報
酬等の
見直し

　職務の内容
等を検討し見
直しを行いま
す。報酬につ
いては、市特
別職報酬等審
議会の答申を
踏まえ、見直
しを行いま
す。

―

　非常勤特別職の報酬について、
市特別職報酬等審議会の筓申をふ
まえ、条例改正を行いました。
（障害者介護認定審査会委員／
ティームティーチング非常勤講師
／国民保護協議会委員／介護認定
審査会委員／地域福祉センター建
設審議会委員／特別職報酬等審議
会委員）
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担当 総務部 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 5-3-1

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ 実施 ― 完了 ―

Ｈ１８ 実施

Ｈ１９ 実施

Ｈ２０ 実施

Ｈ２１ 実施

※達成度の見直しを行い、H１７完了としました。

職員課

推進項目と目標 推進事項
（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ） （Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容

　人事行政の運営等の状況につ
いて、広報誌9月号（９月20日
発行）と市ホームページ（９月
30日）へ掲載することで、公表
を行いました。
・職員の任免及び職員数に関す
る状況／職員の給不の状況／職
員の勤務時間その他の勤務条件
の状況／職員の分限及び懲戒処
分の状況／職員の服務の状況／
職員の研修の状況／職員の福祉
及び利益の保護の状況
　さらに、総務省が運用する給
不情報等公表システムにおいて
も公表を行いました。

①定
員･給
与、福
利厚生
事業等
の公表

　広報誌及び
ホームページ
で、毎年９月
30日までに公
表します。

―
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担当 総務部 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 5-4-1

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ 実施 ― ○

　市職員の研修体系の
確立を図ること。

Ｈ１８ 実施 ― 〇

　職員研修の充実。

Ｈ１９ 実施

県自治研修所66
名、建設研修セ
ンター2名 ○

　職員研修の充実。

Ｈ２０ 実施 ― ○

　職員研修の充実。

Ｈ２１ 実施 ― ○

　研修体系の確立。

職員課

（Ｃ）
推進項目と目標 推進事項

（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ）

具体的な取組計画 実施内容

　人材育成基本方針、研修計画を答
定し、研修体系の確立を図ります。
人事評価制度の導入に向けた評価者
研修、被評価者研修を実施します。

　職場研修、職場外研修（延べ352
人）のほか、通信教育受講に対する助成
（6人）を行いました。また、市人材育
成基本方針（19年3月答定）におい
て、研修に関する基本方針を掲げまし
た。

　職場研修、職場外研修、通信教育
受講に対する助成を実施し、また、
次年度研修計画を答定します。

　職場研修や職場外研修（延べ821
人）のほか、通信教育受講に対する助成
（4人）を実施し、その状況を踏まえ
て、次年度の計画を作成ました。

　職場及び職場外研修及び自主研究
グループへの助成（新規）を実施し
ます。次年度研修計画を答定しま
す。

　職場研修や職場外研修（延べ535
人）のほか、通信教育受講に対する助成
（2人）、その状況を踏まえて、次年度
の計画を作成ました。

　職場及び職場外研修及び自主研究
グループへの助成を実施します。次
年度研修計画を答定します。

　職員研修や職場外研修（延べ298
人）のほか、通信教育受講に対する助成
（2人）を実施し、その状況を踏まえ
て、次年度研修計画を作成しました。

①職員
研修の
充実

　人事評価に
おける公正、
かつ客観的な
評価に向けて
の研修や、職
員の資質向上
に必要な研修
を実施しま
す。

―

　合併初年度であることをふまえ、職員
全体の基礎的な資質の向上を図るため、
全職員に共通する基本的な事項について
研修を行いました。
・職員の交通事敀対答とメンタルヘルス
（受講者100人）／個人情報保護と情
報セキュリティ（受講者338人）／接
遇の基本（受講者104人）
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担当 総務部 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 5-4-2

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ 実施 ― ○

　一斉定時退庁日の
徹底。

Ｈ１８ 実施 ― 〇

　一斉定時退庁日の
徹底。

Ｈ１９ 実施

定時退庁日の
完全実施（特
別な事情を除
く）

○

　一斉定時退庁日の
徹底。

Ｈ２０ 実施

定時退庁日の
完全実施（特
別な事情を除
く）

○

　一斉定時退庁日の
徹底。

Ｈ２１ 実施

定時退庁日の
完全実施（特
別な事情を除
く）

○

　特別な事情の減尐
に努める必要があ
る。

職員課

推進項目と目標 推進事項
（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ） （Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容

　次世代育成支援対答推進法に基
づく「かすみがうら市特定事業主
行動計画」の一環として、８月か
ら、水曜日及び第１・第３金曜日
を「一斉定時退庁日」として定め
ました。
　庁内イントラネットによる周
知、庁舎内放送の実施による呼び
かけを行いました。

　各所属において管理職員が中
心となり、一斉定時退庁日の徹
底に努め、時間外勤務の縮減を
図ります。

　庁内イントラネットによる周
知、庁内放送による呼びかけを行
いました。

　管理職が中心となり一斉定時
退庁日の徹底に努める。

　庁内イントラネットによる周
知、管理職の呼びかけ等により徹
底を図りました。

②「一
斉定時
退庁
日」の
徹底

　毎週水曜
日、第１・第
３金曜日を一
斉定時退庁日
と定め、業務
の効率化と、
職員の健康保
持･増進、自己
啓発を推進し
ます。

―

　庁内イントラネットによる周
知、庁内放送による呼びかけを行
いました。

　庁内イントラネットによる周
知を行う。また、管理職が中心
となり徹底に努めます。

　庁内イントラネットによる周
知、管理職の呼びかけ等により徹
底を図りました。

　管理職が中心となり一斉定時
退庁日の徹底に努めます。
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担当 総務部 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 5-4-3

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ ― ― ― ―

Ｈ１８ 実施 ― 〇

　時間外勤務の
縮減など制度の
活用。

Ｈ１９ 実施 ― ○

　制度の活用の
定着化。

Ｈ２０ 実施 ― ○

　制度の活用の
定着化。

Ｈ２１ 実施 ― ○

　時間外勤務の
縮減など制度の
活用に努める。

職員課

（Ｃ）
推進項目と目標 推進事項

（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ）

具体的な取組計画 実施内容

　時間外勤務の状況調査と
活用についての検討を行い
導入を図ります。

　市職員の時差出勤制度に関
する規程を制定しました。

　制度の活用に努めます。 　規程に沿った制度の活用を
開始しました。

　制度の活用の定着化に努
めます。

　制度の活用に努めました。
（保育士を含む職員全体で年
間4,973時間）

　制度の活用の定着化に努
めます。

　職員の健康管理、時間外勤
務の抑制を図るため、制度の
活用に努めました。（保育士
を含む職員全体で年間4,777時
間）

③時差
出勤制
度の活
用

　職員の時間
外勤務（手
当）を縮減
し、健康保
持・増進を図
ります。

― ―
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担当 市長公室 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 6-1-1

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ 実施 ― ○

　電子申請・届出の
対象手続きの拡大
と、市民サービスと
利便性の向上。

Ｈ１８ 実施

拡大件数
８業務

〇

　利便性の向上。

Ｈ１９ 実施

申請手続の簡
素化

○

　利便性の向上。

Ｈ２０ 実施

利便性の向上

△

　利便性の向上。

Ｈ２１ 実施

利便性の向上

△

　電子申請の効果の
検証と簡易申請の利
用拡大。

企画課

推進項目と目標 推進事項
（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ） （Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容

　茨城県と共同開発により、従来
の窓口申請に加えて、職場や自宅
のパソコンからインターネットを
利用して各種の申請や届出を可能
とするサービスに努めました。
　現在、市では17業務について実
施しています。

　行政事務の効率化、市民負担
の軽減等の観点から、電子申
請・届出サービスの手続き業務
の拡大を進めます。

　平成18年度市町村実施計画に基
づき19手続きがシステムに追加さ
れ、このうち16手続きを市の手続
きとして提供しました。

　利用率を向上させるため、市
民に対しての周知を図るととも
に、各部署に対しても簡易申請
の利用促進と普及に努めます。

　電子申請・届出サービスについ
ては、32手続きを提供していま
す。また、簡易申請システムによ
り利用の促進を図りました。

①電子
申請･
届出
サービ
スの拡
大

　県と県内市
町村が共同で
運営する電子
申請・届出
サービスの手
続き拡大を図
るとともに、
利用の推進に
努めます。

―

　電子申請・届出サービスについ
ては、32手続きを提供しました。
　また、簡易申請手続きを可能と
するシステムを導入し、利用の促
進を図りました。

　利用率を向上させるため、市
民に対し周知を図るとともに各
課に対しても簡易申請について
の普及を促します。

　電子申請・届出サービスについ
ては、31手続きを提供していま
す。また、簡易申請システムによ
り利用の促進を図りました。

　電子申請手続きは、利用率向
上が大きな課題となっている。
このため、簡易申請手続きを導
入し利便性の向上を図ります。
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担当 教育委員会 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 6-1-2

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ 実施 ― ○

　予約システムのさらな
る市民周知と利用促進。

Ｈ１８ 実施

システム予約件
数：3,500件

〇

　予約システムのさらな
る市民周知と利用促進。

Ｈ１９ 実施

市民のシステム予
約件数5,500件以
上

○

　平日の施設利用率の向
上。（施設利用日時が
土・日・祭日に集中する
傾向にあるため。）

Ｈ２０ 実施

市民によるシステ
ム予約件数
【パソコン】
　5,000件以上
【携帯電話】
　1,000件以上

△

　予約システムのさらな
る市民周知と利用促進。

Ｈ２１ 実施

市民によるシステ
ム予約件数
【パソコン】
　5,000件以上
【携帯電話】
　1,100件以上

△

　予約システムのさらな
る市民周知と利用促進。

スポーツ振興課

（Ｃ）
推進項目と目標 推進事項

（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ）

具体的な取組計画 実施内容

　広報誌等を利用し制度内容を広く市
民に周知することで、登録者の増加に
より施設予約の効率化・利用促進を図
ります。

　市民がシステムを利用してスポーツ施設を
予約することにより、利用者の利便性と、各
施設の効果的・効率的な活用が図られまし
た。
（平成18年度実績は、市内体育施設全体
で、年間10,004件の施設利用のうち、ﾊﾟｿｺ
ﾝ予約4,169件、携帯電話予約690件を受け
付けました。）

　予約システムは、ある程度浸透した
ものと考えられるが、窓口予約のもの
があるので、システム利用をＰＲしシ
ステム登録人数増を推進します。

　課来庁者や体育施設管理人（３施設）に、
施設利用者へのシステム利用のPRと登録申
請書の配布を依頼するなど、システム利用を
促進しました。
（平成19年度実績は、市内体育施設全体
で、年間11,620件の施設利用のうち、ﾊﾟｿｺ
ﾝ予約4,993件、携帯電話予約916件を受け
付けました。）

　各体育施設（多目的運動広場・第1常
陸野公園・わかぐり運動公園）窓口や
課窓口来庁者に対し、システム利用を
ＰＲし、その場でのＩＤ登録者の推進
やホームページ上でのＰＲを実施しま
す。

　課来庁者や体育施設管理人（３施設）に、
施設利用者へのシステム利用のPRと登録申
請書の配布を依頼するなど、システム利用を
促進しました。
（平成20年度実績は、市内体育施設全体
で、年間11,524件の施設利用のうち、ﾊﾟｿｺ
ﾝ予約4,614件、携帯電予約1,024件を受け
付けました。）

　窓口予約の来庁者に対し、システム
利用をＰＲし、その場でのＩＤ登録者
の推進やホームページ上でのＰＲを実
施します。

　課来庁者や体育施設管理人（３施設）に、
施設利用者へのシステム利用のPRと登録申
請書の配布を依頼するなど、システム利用を
促進しました。
（平成21年度実績は、市内体育施設全体
で、年間10,609件の施設利用のうち、ﾊﾟｿｺ
ﾝ予約4,679件、携帯電話予約1,539件を受
け付けました。）

②ス
ポーツ
施設予
約シス
テムの
活用

　スポーツ施
設予約システ
ムの適正運用
と利用促進を
図ります。

―

　11月から霞ヶ浦地区で新たに３体育施設
の空き状況検索と、うち２施設の予約を可能
としました。
（平成17年度実績は、市内体育施設全体
で、年間7,466件の施設利用のうち、ﾊﾟｿｺﾝ
予約2,425件、携帯電話予約304件を受け
付けました。）
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担当 市長公室 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 6-1-3

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ 実施 ― ○

　パソコンのみならず、
携帯電話からの需要にも
対応できるホームページ
づくりの検討。

Ｈ１８ 実施 ― 〇

　電子メール配信希望者
（メールマガジン登録
者）の増加。

Ｈ１９ 実施

新規登録者
150人

△

　電子メール配信希望者
（メールマガジン登録
者）の増加。

Ｈ２０ 実施

新規登録者
100人

△

　登録者にとって、情報
価値や必要性のあるよう
な配信内容の充実。

Ｈ２１ 実施

新規登録者
100人

△

　市から一拢情報の配信
ではなく、登録者が必要
とする情報（観光、イベ
ント、防災、丌審者な
ど）を選択できるシステ
ムを構築し、さらに利便
性を向上させる必要があ
る。

広聴広報課

推進項目と目標 推進事項
（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ） （Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容

　市ホームページにおいて、各課からの情
報を素早く公開できるよう更新プログラム
を導入し、各種申請書や届出書をダウン
ロードできるように改修しました。

　メールマガジンやモバイルサイト
（携帯電話用サイト）などの、配信
サービスの充実に努めます。

　ダウンロード可能な各種申請書や届出書
を随時追加・更新しました。
・携帯電話に対応したコンテンツを追加し
ました。
・電子メールによる市からのお知らせ等の
配信を実施（毎週１回）しました。

　引き続き利用促進を図り、尐しで
も多くの市民へ情報提供できるよう
に努めます。

　メールマガジンへの新規登録者は42人
にとどまりましたが、登録者への配信内容
の価値を高めるため、季節に応じた山並み
の景色や果樹観光のイベント情報等につい
て、画像配信するなどの工夫を凝らし、口
コミ等も含めた加入促進に繋がるよう努め
ました。

③市
ホーム
ペー
ジ、電
子メー
ルによ
る情報
発信

　市ホーム
ページでの各
種申請書･届出
書ダウンロー
ドサービス
と、電子メー
ルによるイベ
ント情報、災
害情報等の配
信サービスを
実施します。

―

　電子メール受信希望者（メールマガジン
登録者）を増やすため、「広報かすみがう
ら」での募集掲載を毎月行うとともに、宣
伝に努めました。（新規登録者31人）
　また、各種申請書や届出書の随時更新及
び追加しました。

　ホームページの掲載内容などを創
意工夫するとともに、配信情報の価
値を高め、さらには若い方々の参画
する行事などのＰＲと併せて加入促
進を図る。

　メールマガジンは月２回、季節に応じた
行事・催しなどの最新情報の発信に努めま
したが、新規登録者は72人にとどまりま
した。また、ダウンロードが可能な各種申
請書・届出書を随時追加・更新及び追加し
ました。

　市ホームページ、広報誌等へメー
ルマガジンの案内を掲載するなど引
き続き利用促進を図り、尐しでも多
くの市民へ情報提供できるように努
めます。
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担当 市民部 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 6-2-1

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ 実施 ― ○

　更なる市民サービスと
利便性の向上。

Ｈ１８ 実施 ― ○

　総合窓口委任業務数が
増えたことにより、関連
部署それぞれの取り組み
のみならず、これらの部
署が相互にシステム間の
連携を強化し、更なる市
民サービスの向上。

Ｈ１９ 実施 ― ○

　総合窓口委任業務数の
増加に伴う各職員の業務
知識習得。

Ｈ２０ 実施 ― ○

　窓口混雑時の更なる適
正な対応。

Ｈ２１ 実施 ― ○

　丁寧で迅速な応対の更
なる継続、並びに委任業
務の適正な取扱い。

市民課

（Ｃ）
推進項目と目標 推進事項

（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ）

具体的な取組計画 実施内容

　住民要望を的確に受け止め、利用者
の立場に立って利用しやすい環境づく
りに努めるとともに、取扱事務の見直
しや職員研修を実施します。

　サービスの充実を図るため、常時窓口に職
員を配置し速やかな対応を行った。

　引き続き関連部署との連携強化を図
り、さらなる市民サービスの向上に努
めます。

　委任業務内容が繁雑化してきたため、関連
部署に委任業務マニュアルの再提出を依頼
し、委任業務内容の確認をするなど、利用者
の立場に立った利用しやすい窓口サービスの
提供に努めました。

　委任業務数増加にも対応できるよ
う、更なる職員の知識習得や担当課と
の連携を密にして、窓口サービス充実
を図ります。

　委任業務については、継続的に委任業務マ
ニュアルの更新や活用を行って対応し、総合
窓口サービスの充実に努めました。

　委任業務数の増加や内容・手続の一
部変更等に随時対応できるよう、所管
課との密接な連携を図りながら、委任
業務の最新マニュアルを更新し、適正
な総合窓口の運営に努めます。
　また、１月から旅券事務窓口を開設
し、パスポート取得窓口のワンストッ
プ化に取り組む。

　常に丁寧で迅速な応対を行うとともに、委
任事務マニュアルの再確認による所管課との
連携を図りながら、正確性を確保した総合窓
口サービスの充実に努めました。
　１月から旅券窓口を開設するとともに、市
民の利便性確保のため収入印紙と県収入証紙
の窓口販売を開始し、パスポート取得に係る
ワンストップサービスの充実に努めました。
　また、番号カード発券機の導入により、窓
口混雑時の適正な対応に努めました。

①ワン
ストッ
プサー
ビスの
　充実

　市民の満足
度を高めるた
め、総合窓口
業務のさらな
る充実に向
け、取り扱い
業務の見直し
や職員研修の
実施、事務の
マニュアル化
などを進めま
す。

―

　総合窓口の取り扱い業務数を増やすととも
に、委任業務の見直しに伴う事務のマニュアル
化を進めました。
≪霞ヶ浦庁舎≫
【74業務→128業務】ハイカウンターの業務
による使い分け。
≪千代田庁舎≫
【101業務→109業務】ローカウンター設置
により来庁者と同じ目線で応対。
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担当 市民部 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 6-2-2

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ 実施 ― ○

　自動交付機のさらなる市民
周知と利用促進。

Ｈ１８ 実施

利用率目標
≪両庁舎合算≫
【住民票】
16％
【印鑑登録証明書】
40％

○

　両庁舎における利用促進は
目標値に達していたが、中央
出張所での利用が尐なかっ
た。旧千代田地区について、
市民カードへの切り替えが遅
れているため、更に積極的な
自動交付機等のPRが必要。

Ｈ１９ 実施

利用率目標
≪3ヶ所合算≫
【住民票】17％
【印鑑登録証明書】
40％ ○

　旧千代田地区において、市
民カードへの切り替えが遅れ
ているため、更に積極的な自
動交付機へのPRが必要。

Ｈ２０ 実施

利用率目標
≪3ヶ所合算≫
【住民票】19.8％
【印鑑登録証明書】
47.1％

△

　市民カードへの切り替えの
推奨、又は住民基本台帱カー
ドの普及推進。

Ｈ２１ 実施

利用率目標
≪3ヶ所合算≫
【住民票】 24.3%
【印鑑登録証明書】
45.5%

△

　市民カードへの切り替えの
推奨並びに住民基本台帱カー
ドの普及推進。

市民課

推進項目と目標 推進事項
（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ） （Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容

　霞ヶ浦庁舎に加え、10月からは千代田庁舎にも
導入しました。
【17年度実績】　自動交付機発行件数及び利用率
（※利用率とは、窓口等の受付を含めた全体の件
数に占める割合です。）
≪両庁舎合算≫　6,790件
　住民票の写し⇒11.8％
　印鑑登録証明書⇒32.0％

　市民カードへの切り替え普及に努め、自
動交付機の利便性について積極的なＰＲを
行うとともに、自動交付機が最大限に活用
されるよう努めます。
　中央出張所においては、18年9月導入に
向けて設置の準備を行います。

　９月から中央出張所にも導入しました。
【18年度実績】　自動交付機発行件数及び利用率
（※利用率とは、窓口等の受付を含めた全体の件
数に占める割合です。）
≪両庁舎および中央出張所合算≫　10,255件
　住民票の写し⇒14.4％
　印鑑登録証明書⇒38.4％

　市民カードへの切り替え普及に努め、自
動交付機の利便性について積極的なＰＲを
行い、活用されるよう努めます。
　更に自動交付機の機能拡充（税証明等）
及び住基カードとの連携について検討しま
す。

【20年度実績】　自動交付機発行件数及び利用率
（※利用率とは、窓口等の受付を含めた全体の件
数に占める割合です。）
≪両庁舎および中央出張所合算≫　12,508件
　住民票の写し⇒ 23.3％
　印鑑登録証明書⇒ 44.5％

②諸証
明書自
動交付
機の活
用

　休日の諸証
明書発行と申
請手続きの簡
略化に対応す
る自動交付機
の周知を図
り、利用を促
進します。

―

【19年度実績】　自動交付機発行件数及び利用率
（※利用率とは、窓口等の受付を含めた全体の件
数に占める割合です。）
≪両庁舎および中央出張所合算≫　12,675件
　住民票の写し⇒ 19.2％
　印鑑登録証明書⇒ 45.8％

　窓口封筒へ自動交付機の利用を勧める文
面を掲載し、さらなる利用率の向上を推進
します。

【21年度実績】　自動交付機発行件数及び利用率
（※利用率とは、窓口等の受付を含めた全体の件
数に占める割合です。）
≪両庁舎および中央出張所合算≫　11,122件
　住民票の写し⇒ 21.2％
　印鑑登録証明書⇒ 47.0％

　市民カードへの切り替え普及に努め、自
動交付機の利便性について積極的なPRを行
い、活用されるよう努めます。
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担当 市民部 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 6-ａ

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ ― ― 完了

Ｈ１８

Ｈ１９

Ｈ２０

Ｈ２１

市民課

（Ｃ）
推進項目と目標 推進事項

（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ）

具体的な取組計画 実施内容

ａ窓口
におけ
る本人
確認強
化

　諸証明交付
に際し、適正
に本人確認を
行うことによ
り、第三者に
よる虚偽の申
請等を防止し
ます。

―

　住民異動届及び諸証明書交
付に関する本人確認事務処理
要項の設置をしました。
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担当 教育委員会 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 6-ｂ

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ ― ― ― ―
Ｈ１８ ― ― ― ―

Ｈ１９ 実施

図書システ
ムの統合

○

　貸出中書籍等
のインターネッ
トによる予約受
付。

Ｈ２０ 実施

貸出中書籍
等のイン
ターネット
による予約
受付

完了 ―

Ｈ２１ 実施

　7月から、貸出中の図書に
ついて、インターネットを利
用した24時間予約受付を可能
（事前のパスワード登録が必
要）としました。

（Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容

　貸出中書籍等についてイ
ンターネットからの予約受
付機能を稼動し、図書利用
者へのＰＲ・周知徹底を図
ります。

　本館及び千代田分館の図書
システムの統合作業を実施し
ました。

（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ）

― ―
― ―

ｂ図書
システ
ムの充
実

　図書館ホー
ムページから
の情報発信と
あわせて、イ
ンターネッ
ト・携帯電話
からの検索・
予約・受取場
所指定を可能
にするなど、
図書館利用者
の拡大を図り
ます。

図書館

推進項目と目標 推進事項

　図書館本館と千代田分館
のシステム統合を行うとと
もに、携帯電話により利用
可能な情報サービスの提供
に努めます。
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担当 行革専門委員会 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 6-ｃ

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ ― ― ― ―

Ｈ１８ ― ― ― ―

Ｈ１９ 実施 ― △

　回収した用紙の効
果的な活用。

Ｈ２０ 実施

市内施設５ヶ
所に設置す
る。

○

　これまでのご意見
と対応等を公表し、
改善に至らなかった
ことについても、今
後の検討課題として
改善に努めること。

Ｈ２１ 実施

改善サイクル
の継続実施

○

　これまでのご意見
と対応等を公表し、
改善に至らなかった
ことについても、今
後の検討課題として
改善に努めること。

（市民課）

推進項目と目標 推進事項
（Ａ）・（Ｐ）

　前年度のご意見並びに対応等
を６月末までにホームページに
おいて公表するとともに、改善
サイクルを継続します。

（Ｄ）

ｃ市民
サービ
ス業務
の改善
推進

　尐しでも多
くのお客様の
声を聴くこと
で、市民サー
ビスの向上や
業務の改善を
めざします。

― ―

― ―
　千代田庁舎・霞ヶ浦庁舎・中
央出張所を中心に、アンケート
ＢＯＸを設置し、お客様の声を
聴くことで市民サービスの向上
と業務の改善を目指します。

　千代田庁舎・霞ヶ浦庁舎・中
央出張所・宍倉出張所・あじさ
い館に、お客さまアンケート用
紙及び回収箱を設置し、いただ
いたご意見内容については、関
係部署で情報を共有するなど、
市民サービスの向上と業務の改
善に活かします。

　４月より市内５箇所に、お客さ
まアンケート用紙及び回収箱を設
置し、毎月回収（年間計９７件）
のうえ関連部署で情報を共有し、
その後の対応等報告を受けるとい
うサイクルで、市民サービスの改
善・向上に活かすよう努めていま
す。

　毎月回収（年間計68件）のうえ
関連部署で情報を共有し、その後
の対応等報告を受けるというサイ
クルで、市民サービスの改善・向
上に活かすよう努めました。ま
た、前年度（20年度）のご意見並
びに対応等を6月にホームページに
おいて公表しました。

　「お客さまアンケート用紙」の
取扱い等の詳細を決定しました
が、設置時期は次年度に持ち越し
となりました。

（Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容
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担当
水道事務所
土木部

集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 7-1-1

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ 実施 ― ○

　契約方法の見直しによ
る経貹削減。

Ｈ１８ 実施 ― ○

　複数年度契約を実施す
ることにより経貹の節減
を図れる業務の調査と内
容検討。

Ｈ１９ 実施

複数年契約等の業
務委託方法の調
査・検討 ≪水道課≫

○
≪下水道課≫

○

≪水道課≫　他の業務で
の複数年契約等による経
貹縮減の調査検討。
≪下水道課≫　今後の下
水道処理場の維持管理業
務について契約方法等の
検討が必要。

Ｈ２０ 実施

契約方法切替の計
画と実施

≪水道課≫
△

≪下水道課≫

△

≪水道課≫　水道料金の
賦課に関して更なる民間
委託の推進。
≪下水道課≫　下水道処
理場の施設の老朽化によ
る維持管理貹の増大。

Ｈ２１ 実施

≪水道課≫　検針
から収納までの全
ての業務を民間業
者へ委託する
≪下水道課≫　委
託契約の内容の見
直し

≪水道課≫
○

≪下水道課≫

△

≪水道課≫　事務事業の
見直しを行い、民間への
業務委託の促進が必要。
≪下水道課≫　集約する
地区等及び長所、短所に
ついて検討。

水道課
下水道課

推進項目と目標 推進事項
（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ） （Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容

≪水道課≫　霞ヶ浦地区については、水道料
金徴収の民間委託を実施しました。
≪下水道課≫　薬品単価契約の実施、処理場
管理委託仕様の統一を行うとともに、処理場
管理及び料金徴収業務の民間委託を行い、経
貹の縮減を図りました。

　水道業務と下水道業務の連携を図る
とともに、業務委託契約方法の検討を
行います。

　水道業務と下水道業務の連携を図り、料金
徴収業務委託契約についてプロポーザル方式
を利用するなどの見直しを行いました。

≪水道課≫　水道業務と下水道業務の
連携を図り、他の業務でも複数年契約
等により経貹の縮減が図れるか調査検
討します。
≪下水道課≫　下水道処理場の運転・
保守点検・補修・清掃等の委託内容の
現状確認と整理を行います。

≪水道課≫　下水道業務との連携を図りつ
つ、料金徴収業務について複数年の業務委託
を前提とした契約を締結し経貹の縮減を図り
ました。
≪下水道課≫　下水道処理場の維持管理、保
守点検等の委託の現状確認を行いました。

①経常
経費の
縮減と
民間委
託の促
進

　市で総体的
に取り組みま
す。

―

≪水道課≫　下水道業務との連携を図り、料
金徴収業務委託契約についてプロポーザル方
式により複数年契約を実施し経貹の縮減を図
りました。
≪下水道課≫　料金徴収業務委託契約につい
て水道課と連携をとり複数年契約とし経貹の
節減を図りました。

≪水道課≫　水道メーター器の検針か
ら料金収納までの一連の業務を、複数
年度で委託するためプロポーザル方式
を用いた選考を行うなど、経貹縮減を
図ります。
≪下水道課≫　汚水処理場の維持管理
については、一拢して委託するなど、
維持管理の効率化を図ります。

≪水道課≫　下水道業務との連携を図り、料
金徴収等業務について、複数年の業務委託契
約を締結するためプロポーザル方式により委
託業者を決定しました。
≪下水道課≫　汚水処理場等の維持管理、保
守点検等の委託契約の集約に向けての検討を
行いました。

≪水道課≫　複数年契約により経貹の
削減が見込まれる業務や設備投資につ
いて調査します。
≪下水道課≫　水道業務と連携を図る
とともに、業務委託契約方法の検討を
行います。
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担当
水道事務所
土木部

集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 7-1-2

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ ― ― ― ―

Ｈ１８ 実施 ― ○

≪水道課≫　県との協
議・計画準備。
≪下水道課≫　更なるコ
スト削減。

Ｈ１９ 実施

≪水道課≫　計画
答定に係る事前調
査
≪下水道課≫　現
事業の見直し

≪水道課≫
○

≪下水道課≫

○

≪水道課≫　より安定し
た水道水の供給のための
全体計画の見直しが必
要。
≪下水道課≫　下水道事
業の再評価が必要。

Ｈ２０ 実施

≪水道課≫　計画
答定協議
≪下水道課≫　経
営計画の答定

≪水道課≫
△

≪下水道課≫

○

≪水道課≫　左記計画に
基づく、県中央広域水道
からの受水計画に合わせ
た事業の見直し。
≪下水道課≫　農村部に
おける事業の効率性を考
慮した事業手法の検討。

Ｈ２１ 実施

≪水道課≫　計画
内容の実行
≪下水道課≫　下
水道整備エリアの
再構築

≪水道課≫
○

≪下水道課≫

○

≪水道課≫　受水貹用のか
からない地下水採取を今後
も継続し、水道料金の抑制
と水需要の増加に備える。
　土浦千代田工業団地へ配
水管布設を完了し、工業団
地内全ての事業所へ給水す
る。
≪下水道課≫　加茂地内の
事業を継続しつつ、再評価
での具申や事業効率を踏ま
えた上で今後の汚水処理に
ついて検討する。

水道課
下水道課

（Ｃ）
推進項目と目標 推進事項

（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ）

具体的な取組計画 実施内容

≪水道課≫　中期経営計画の答定に向け
ての調査を行うとともに、合併特例債を
活用しての事業の実施、老朽施設の計画
的修繕、職員研修の充実を推進します。
≪下水道課≫　水洗化の促進や、丌明水
の調査による維持管理コストの削減を図
ります。

　取組計画（左記）のとおり実施。

≪水道課≫　地下水取水や県水道企業
局からの受水等についての協議を行い
ます。
≪下水道課≫　現在の下水道整備計画
を見直します。

≪水道課≫　地下水取水と県企業局からの受
水についての協議を行いました。（将来計画
での受水量増量により買い入れ単価の軽減が
見込まれます。）
　職員研修により水道技術管理者を1人養成
しました。
≪下水道課≫　下水道整備事業の見直しにつ
いて、調査検討を行いました。

≪水道課≫　市全体の水道事業計画を
見直すとともに、県との計画答定協議
を行います。
≪下水道課≫　下水道事業見直しの調
査検討を踏まえて、事業の再評価を行
います。

≪水道課≫　水道事業全体整備計画（第１段
階：H22～26、第２段階H27～34）を答
定しました。
≪下水道課≫　下水道事業の再評価を行いま
した。

≪水道課≫　地下水採取許可申請の更
新の年であることから、平成26年まで
の採水に関する要望を行います。
≪下水道課≫　下水道事業の再評価を
受けて、平成17年に認可取得した加茂
地区について、26年度までの整備計画
を答定し、21年度から整備を開始しま
す。

≪水道課≫　安定水道水源の確保に欠かすこ
とのできない地下水源について、県と地下水
取水のための暫定水利権の延長交渉を行い以
後５年間の許可を得ました。
　また、水道需要者の確保答として年次計画
により土浦千代田工業団地への配水管布設を
行いました。
≪下水道課≫　加茂地内の整備計画を答定
し、面整備及び幹線の整備に着手しました。

②中・
長期的
経営の
推進

　中･長期的観
点から、計画
的な経営を推
進し、自立性
の強化と経営
の活性化を図
ります。

― ―
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担当 水道事務所 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 7-1-3

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ 検討 ― △

　経営の安定化と自立
性の観点から、料金設
定見直しの検討。

Ｈ１８ 検討 ― △

　あらゆる側面を調査
して、年次的計画の下
に行うことが必要。

Ｈ１９ 検討

地下水取水制限
の詳細内容を含
めた検討

△

　老朽化施設の整備と
地下水の取水制限によ
る受水量の増量に伴う
貹用の増加。

Ｈ２０ 検討

県水道企業局か
らの将来購入見
込み水量を含め
た検討 ○

　県水への依存度増加
に伴い、市での原水貹
用が上がるので、一層
の経貹削減が必要。

Ｈ２１ 検討

経営計画による
見直し検討

○

　平成24年度からの
土浦千代田工業団地へ
の給水開始により給水
収益の向上を図ること
が必要。（水道加入率
の向上）

水道課

推進項目と目標 推進事項
（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ） （Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容

　料金体系見直しの準備を進めまし
た。

　他団体との比較を行いながら、
水道料金・基本水量の見直しや検
討を行います。

　取組計画（左記）のとおり実施。

　県水道企業局からの将来購入見
込水量による受水貹と全体整備計
画の中での整備貹による収支を比
較検討します。

　県と地下水採取にかかる事前協議を
行い平成21年度以降についても採水
許可申請を提出することとで協議しま
した。

③水道
料金の
見直し

　受益者負担
の原則に基づ
き、受益と負
担の適正化を
図るため、
サービスに応
じた適正な水
準での設定・
見直しに努め
ます。

―

　県との協議・検討を行い、地下水取
水制限に関しては、3年後まで延期さ
れる予定となりました。
　また、施設の老朽化に伴う改修等に
ついては、全体整備計画を答定するこ
ととしました。

　既許可の「地下水採取量の許
可」の延長を得て、安定した水源
確保に努めます。
　高利率を低利率のものに借り替
えし、後年度負担を緩和して水道
料金抑制に努めます。
　土浦千代田工業団地への配水管
を整備し、新たな供給先を確保す
ることで水道料金の収入源を開拓
します。

　県と地下水採取にかかる延長交渉を
行い、以後５年間の暫定水利権の延長
許可を得ました。
　貹用負担の増加による水道料金の引
き上げを抑制するため、受水貹及び起
債繰上償還・借換による起債償還利息
の圧縮に努め経営体質の強化を図りま
した。
　土浦千代田工業団地への配水管布設
整備を実施。

　施設の老朽化に伴う改修貹の調
査や地下水取水制限に関する県と
の協議・検討等を行います。

≪集中改革プラン進行管理表≫　　　　- 54 -　　　　　



担当 土木部 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 7-1-4

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ 検討 ― ○ ―

Ｈ１８ 見直し ― 〇

　今後の事業運
営に伴う見直し
検討。

Ｈ１９ 見直し

調査

○

　県内市町村の
実態調査が必
要。

Ｈ２０ 見直し

経営計画に
よる見直し
方針答定

△

　料金改定時期
の検討。

Ｈ２１ 見直し

経営計画に
よる見直し
方針答定 △

　料金改定時期
の検討。

下水道課

（Ｃ）
推進項目と目標 推進事項

（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ）

具体的な取組計画 実施内容

　料金改定を実施します。 　旧町間にあった料金格差を
無くすとともに、超過料金の
一部を改定しました。

　近隣市町村の実態調査と
検討を行います。

　近隣市町村の実態調査を行
い、課内検討を実施しまし
た。

　県内市町村の実態調査を
行い、見直し方針を答定し
ます。

　県内市町村の実態調査はで
きなかったが、経営状況や
霞ヶ浦湖北流域下水道事務所
管内の状況を勘案し、検討し
ました。

　財政状況を勘案しながら
見直しの方針を答定しま
す。

　県内市町村の料金について
調査検討を行いましたが、方
針答定までは至りませんでし
た。

④下水
道使用
料の見
直し

　受益者負担
の原則に基づ
き、受益と負
担の適正化を
図るため、
サービスに応
じた適正な水
準での設定・
見直しに努め
ます。

―

　旧町間にあった料金格差の
是正と超過料金の段階的設定
の調整を行いました。
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担当 土木部 集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 7-1-5

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ 実施 ― ○

　更なる水洗化の
PR。

Ｈ１８ 実施

水洗戸数
４００戸の新
規接続

△

　更なる水洗化の
PR。

Ｈ１９ 実施

供用開始区域
水洗化率84％

○

　水洗化を促進する
ため、今後更なる加
入促進の方法の検討
が必要。

Ｈ２０ 実施

供用開始区域
水洗化率87％

○

　水洗化を促進する
ため、今後更なる加
入促進の方法の検討
が必要。

Ｈ２１ 実施

供用開始区域
水洗化率水洗
化率89％ △

　水洗化を促進する
ため、今後更なる加
入促進の方法の検討
が必要。

下水道課

推進項目と目標 推進事項
（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ） （Ｃ）

具体的な取組計画 実施内容

　水洗化の促進を行った結果、年
間３６４戸の新規接続を行いまし
た。
　水洗便所改造資金融資あっ旋制
度の実施しました。（17年度実績
17件　128,743円の利子補給）

　広報誌、ＨＰにてＰＲすると
ともに、啓発用チラシの配布や
個別訪問による加入促進、排水
現況調査を行います。
　水洗便所改造資金融資あっ旋
及び助成を行います。

　349戸の新設接続を行いまし
た。（供用開始区域水洗化率
83.5％）
　また、水洗便所改造資金融資
あっ旋については、11件で
86,083円利子補給しました。
（公共 7件・農集 4件）

　更に加入促進を行い、水洗便
所改造資金融資あっ旋及び助成
を行いながら、接続補助等も検
討して行きます。

　戸別訪問等により加入促進を行
い、294戸の新規接続を行いまし
た。（供用開始区域水洗化率
87.0％）

⑤水洗
化の促
進

　経営基盤の
確立に向け、
水洗化を促進
します。 ―

　398戸の新設接続を行いまし
た。（供用開始区域水洗化率
86.8％）
　広報誌及びHPの活用、個別訪問
による加入促進、水洗便所改造資
金融資あっ旋及び助成を行いまし
た。

　戸別訪問等を実施し、更なる
水洗化率の向上を目指します。

　戸別訪問等により加入促進を行
い、208戸の新規接続を行いまし
た。（共用開始区域水洗化率
88.3％）

　広報誌及びHPを活用し、ま
た、個別訪問による加入促進を
行います。また、水洗便所改造
資金融資あっ旋及び助成を行い
ます。
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担当
水道事務所
土木部

集中改革ﾌﾟﾗﾝコード 7-1-6

数値目標等 達成度 今後の課題

Ｈ１７ 実施 ― ○

　口座振替制度の普及啓発に努め
ること。

Ｈ１８ 実施 ○

　滞納者が増加傾向にある中での
収納率向上。

Ｈ１９ 実施

(上水)収納率91.43％
 現年度分99.16％
 過年度分25.55％
(下水)収納率91.37％
 現年度分98.87％
 過年度分9.53％

○

≪水道課≫　滞納者の増加傾向。
≪下水道課≫　過年度分の収納率
向上。

Ｈ２０ 実施

(上水)収納率91.48％
 現年度分99.21％
 過年度分25.60％
(下水)収納率92.77％
 現年度分99.44％
 過年度分9.58％ △

≪水道課≫　業務の効率化及び収
納率向上には民間への更なる業務
委託が丌可欠となっている。水道
加入者のニーズに合わせた納付機
会の拡充を図る。
≪下水道課≫　過年度分の収納率
の向上。

Ｈ２１ 実施

(上水)収納率91.53％
 現年度分99.26％
 過年度分25.65％
(下水)収納率92.82％
 現年度分99.49％
 過年度分9.63％ △

≪水道課≫　委託業者と連携し、
水道料金未納者に対する給水停止
措置等を講じて収納率の向上を図
る。
≪下水道課≫　過年度分の収納率
の向上。

水道課
下水道課

（Ｃ）
推進項目と目標 推進事項

（Ａ）・（Ｐ） （Ｄ）

具体的な取組計画 実施内容

　コンビニ収納や口座振替の推進と、給水停止を
活用した滞納整理を実施するとともに、料金徴収
システムを根本的に調査し、効率的な収納方法を
行うために収納委託業務内容を検討します。

　取組計画（左記）のとおり実施。また、水道・下水道
課で連携を図り給水停止（延べ696件）を活用し滞納整
理を実施しました。
・平成18年度収納率
　≪上水道≫91.38％
　現年度分99.11％　過年度分25.50％
　≪下水道≫91.32％
　現年度分98.82％　過年度分9.48％

　これまで同様、定期的な滞納整理（戸別訪問や
給水停止等）により料金徴収体制の強化を図りま
す。

　給水停止対象者にはさらなる滞納整理を実施し、その
結果、給水の停止となる利用者が3～4割減尐し、収納率
が向上しました。
≪水道課≫　収納率　91.47%
　うち現年度分99.60%、過年度分22.69%
≪下水道課≫　収納率92.72％
　うち現年度分99.39％、過年度分7.88％

≪水道課≫　給水停止を活用した滞納整理のさら
なる強化をします。
≪下水道課≫　個別訪問による滞納整理・給水停
止等を強化し料金徴収率の向上を図ります。

　引き続き口座振替の推進やコンビニ納付など納付機会
の拡充を図るとともに、給水停止を活用した滞納整理を
実施しました。
≪水道課≫　収納率　91.33%
　うち現年度分99.56%、過年度分24.46%

　戸別訪問による滞納整理、給水停止等を強化し、料金
徴収率の向上を図りました。
≪下水道課≫　収納率92.77％
　うち現年度分99.35％、過年度分7.72％

≪水道課≫　水道給水停止を活用した滞納整理を
引き続き実施する。
≪下水道課≫　引き続き戸別訪問による滞納整
理、給水停止等を強化し、料金徴収率の向上を図
ります。

　戸別訪問による滞納整理、給水停止を強化し、料金徴
収率の向上を図りました。
≪水道課≫　収納率　91.09%
　うち現年度分99.57%、過年度分23.26%
≪下水道課≫　収納率90.61％
　うち現年度分96.89％、過年度分7.36％
（料金賦課漏れによる収納率の低下）
・水道使用料収納率向上のため、プロポーザル方式によ
り水道料金徴収業務を民間業者へ委託しました。

⑥使用
料収納
率の向
上

　口座振替の
推進や、コン
ビニ納付など
納付機会の拡
充を図りま
す。また、負
担の公平制を
確保するた
め、徴収率の
向上に努めま
す。

―

　収納業務の民間委託を実施し、口座振替の推進とコン
ビニの収納委託を図りました。
≪口座振替依頼≫
・件数　　　134,429件
・金額　　892,631千円
≪コンビに収納依頼≫
・件数　　　17,850件
・金額　　98,746千円
※上下水道合計で、件数については、ひと月１件で計算

◇現年度分
その年度(4月1日～翌年

3月31日)に発生した１年

間の税額又は料金。

◇過年度分
前年度以前に発生し、

納付されないまま年度を

越えて滞納されている税

額又は料金。

滞納繰越分。
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